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令和２年第４回長与町議会定例会 

議事日程（第１号） 

令和２年１２月１日（火） 

午前９時３０分 開議 

日程 議案番号 件        名 備 考 

１ ― 会議録署名議員の指名 
 

２ ― 会期の決定 
 

３ ― 議長報告 
 

４ ― 行政報告 
 

５ ８７ 町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例  

６ ８８ 
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正す

る条例 
 

７ ８９ 長与町国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

８ ９０ 長与町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例  

９ ９１ 長与町介護保険条例の一部を改正する条例  

１０ ９２ 長与町都市公園条例の一部を改正する条例  

１１ ９３ 長与北小学校校舎外壁改修工事請負契約の変更について  

１２ ９４ 町道路線の廃止について  

１３ ９５ 町道路線の認定について  

１４ ９６ 長与町基本構想の策定について  

１５ ９７ 令和２年度長与町一般会計補正予算（第６号）  

１６ ９８ 令和２年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）  

１７ ９９ 令和２年度長与町介護保険特別会計補正予算（第３号）  

１８ ― 一般質問  

 

 

 

 



令和２年第４回長与町議会定例会会期日程（案） 

 

◎  会 期  １２月１日（火） ～ １２月１１日（金） １１日間 

 

月 日 曜 時  間 区 分 備       考 

１２ 

１ 火 ９：３０ 本会議 

議長報告、行政報告、報告事項 

議案上程（提案理由説明） 

（全員協議会） 

一般質問（３名） 

    （午後）金子議員・八木議員 

        吉岡議員 

２ 水 ９：３０ 本会議 

一般質問（５名） 

（午前）西田議員・堤 議員 
    （午後）内村議員・河野議員 

西岡議員 

３ 木 ９：３０ 本会議 

一般質問（３名） 
（午前）安藤議員 ・安部議員 

    （午後）中村議員 

議案に対する質疑・採決（委員会付託以外の議案） 

議案に対する質疑・付託（委員会付託議案） 

４ 金 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

５ 土 ― 休 会  

６ 日 ― 休 会  

７ 月 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

８ 火 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

９ 水 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１０ 木 ９：３０ 委員会 付託案件審査予備日、委員長報告取りまとめ 

 １１ 金 ９：３０ 本会議 委員長報告・採決（委員会付託議案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎一般質問通告一覧（令和２年第４回長与町議会定例会）  令和２年１２月 

 

１ ９番 金 子    恵   議 員 

① 本町の環境美化について 

② 遊休資産の活用について 

２ １番 八 木  亮 三   議 員 

① パートナーシップ制度導入についての答弁のその後について 

② 「ミックンファミリー」を使用する請負契約の一社独占について 

３ １３番 吉 岡  清 彦   議 員 

① 文化の発展や、振興策について 

４ ３番 西 田    健   議 員 

① 長与町第９次総合計画について 

５ １１番 堤    理 志   議 員 

① 新型コロナ感染症対策について 

② 遊び心のある町づくりについて 

６ ７番 内 村  博 法   議 員 

① 介護に関する課題について 

② 教職員の働き方改革について 

７ １２番 河 野  龍 二   議 員 

① 環境問題について 

② 小中学校の少人数学級について 

８ １５番 西 岡  克 之   議 員 

① 社会福祉法改正法について 

② 企業誘致について 

③ 脱ハンコ社会について 

９ ８番 安 藤  克 彦   議 員 

① 学校給食費の公会計化について 

② 役場や公共施設窓口におけるキャッシュレス化と税等の支払い方法の 

拡充について 

③ 新図書館建設に向けての現状について 

１０ ６番 安 部    都   議 員 

① 障がい児・者福祉政策について 

② 小・中学校における「男女混合名簿」導入について 

③ 「長与町における性暴力を根絶し、性被害から町民等を守るための条例」

制定等について 

１１ ５番 中 村  美 穂   議 員 

① 町道及び公園の維持管理について 

② ＧＩＧＡスクール構想について 

 

 



○議長（山口憲一郎議員） 

皆さんおはようございます。開会に先立ちまして皆様に申し上げます。新型コロナウ

イルス感染予防のため場内でのマスク着用をお願いいたします。 

ただいまから令和２年第４回長与町議会定例会を開会いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１２７条

の規定により、６番安部都議員、７番内村博法議員を指名いたします。 

日程第２、会期の決定の件を議題といたします。お諮りします。本定例会の会期は、

本日から１２月１１日までの１１日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって会期は本日から１２月１１日までの１１日間に決定しました。 

日程第３、議長報告を行います。議長報告でありますが、お手元に配布したとおりで

あります。これで議長報告を終わります。 

次に、請願陳情について申し上げます。請願陳情についてはありません。 

日程第４、行政報告を行います。行政報告の発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

皆さんおはようございます。寒さが日増しに募ってまいりまして体調を崩しやすい季

節になりましたが、議員各位におかれましては、くれぐれも健康に御留意をされ御自愛

いただきたいと存じます。さて、令和２年第４回長与町議会定例会をお願いいたしまし

たところ、議員各位におかれましてはご多用の中に御出席をいただき厚く御礼を申し上

げます。本日から開会をしていただくわけでございますが、本定例会におきましても重

要な案件をお願いいたしておりますので、御審議を賜りますようどうぞよろしくお願い

申し上げます。それでは９月から１１月にかけましての行政報告をさせていただきます。

お手元に配布のとおり、例年でございましたら町民ソフトボール大会、町民体育祭など

が開催される時期でございましたが、新型コロナウイルス感染防止のため中止となって

おります。主要な部分のみ御報告をさせていただきたいと思っております。まず９月で

ございますけれども、２９日に長与川まつり神事を執り行い、川の恵みに感謝し、この

１年間の安全と繁栄の祈願をいたしたところでございます。１０月に入りまして１６日

からの１か月間、コロナ禍でも安全に楽しめる新たなイベントとして、秋の町民総歩き

を開催いたしております。３０日には高田南土地区画整理事業及び都市計画道路西高田

線の整備促進につきまして、国土交通省等へ要望を行っております。１１月に入りまし

て、２日に太陽工業株式会社と災害時における天幕等資器材の供給に関する協定締結式

を執り行いました。本協定によりまして避難所生活が長期化した場合に、プライベート

スペースに必要なパーテーションなどを提供していただく体制ができ上がっております。



本協定が締結できましたことは、町民の安全、安心を担う本町にとりまして大変心強く、

町民の皆様の安心感の向上にも寄与するものと期待をしておるところであります。３日

には長与町民文化祭「表彰式典」を挙行いたしました。式典では、自治功労や教育、文

化、スポーツなどに御尽力をいただきました４２名と１団体へ、表彰状及び感謝状の授

与を執り行っております。また期間中、総合開発審議会及びまち・ひと・しごと創生推

進会議を複数回開催していただきました。第１０次総合計画につきまして、まちづくり

全般にわたり、また地方創生の観点から、それぞれ御審議をいただいておるところであ

ります。総合開発審議会におきましては、計画案について諮問をさせていただき、１１

月２０日には答申をいただいたところでございます。そのほかにも行政報告には記載を

しておりませんけれども、多くの会議等に出席をしてまいりました。また、会議等で上

京した際には、高田南土地区画整理事業並びに都市計画道路西高田線の早期完成へ向け、

国土交通省及び関係部局へも足を運び、要望を行っているところでございます。次に載

せております５,０００万円未満の入札結果と併せまして御参照いただければと存じま

す。以上が９月から１１月にかけての行政報告でございます。よろしくお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

以上で行政報告を終わります。 

日程第５、議案第８７号町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例から、日程第

１０、議案第９２号長与町都市公園条例の一部を改正する条例までの６件を一括議題と

いたします。ただいま一括議題としています議案について提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、一括提案となりました議案第８７号から第９２号につきまして、提案理由

を申し上げます。初めに議案第８７号町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例に

つきまして、本条例は地方自治法の一部改正によりまして、普通地方公共団体の長等の

損害賠償責任の一部についての免責が新たに規定され、条例におきまして損害賠償の限

度額を定めることができるものとされましたので、法改正に合わせ、政令で定める基準

に沿って制定するものでございます。地方自治法の一部改正の背景としまして、住民訴

訟の対象となる町長や職員等の損害賠償責任につきましては、善意でかつ重大な過失が

無い場合においても、個人責任としては多額な責任を追及される場合があり、これによ

って積極的な職務遂行に支障をきたしているという指摘がございました。この指摘を受

け国において検討がなされ、損害賠償責任の一部を免責する条例を制定することができ

るよう地方自治法の一部が改正をされました。次に、条例の内容について御説明を申し

上げます。第１条では本条例の趣旨につきまして、第２条では町長や職員等の町に対す

る損害賠償責任につきまして、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が無いときは、

基準給与年額に第１号から第４号までの職務を行う区分に応じて定める数を乗じた額を

控除して得た額につきまして、免れさせるものとするものでございます。第１号から第



４号の区分に応じて定める数については、地方自治法施行令に規定しております参酌基

準を用いております。附則につきましては、本条例の施行日を公布の日からとしておる

ところでございます。 

続きまして、議案第８８号職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改

正する条例につきまして、本議案は地方公務員法第２８条第４項に基づき、職員の失職

の特例を定めるものでございます。地方公務員法におきましては、職員が禁錮以上の刑

に処せられた場合、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失うと規定され

ております。近年の職員を取り巻く勤務環境におきましては、従前と比べ交通事故をは

じめとする様々な事故に遭遇する可能性が増加してきておるところでございます。本町

の現状におきましては、失職に係る条例の定めがないため、事故における過失の程度や

事故に至った経緯等について一切考慮されることなく、禁錮以上の刑に処せられた場合

は失職となります。このため地方公務員法第２８条第４項の規定に基づき、その刑に係

る罪が過失によるものであり、かつ刑の執行を猶予された者につきましては情状を考慮

し、特に必要と認めたときに限り失職しないものとする特例を定めるものでございます。

附則につきましては、本条例の施行日を公布の日からとしておるところでございます。 

続きまして、議案第８９号長与町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきま

して、本議案は個人の所得計算における控除額１０万円を給与所得控除等から基礎控除

に振り替えようとする令和３年１月１日施行の個人所得課税の見直しの影響により、国

民健康保険税の負担水準に関し、意図せざる影響や不利益が生じないよう国民健康保険

税の軽減判定所得につきまして所要の改正を行うものでございます。第２１条第１号か

ら第３号までは、順に７割軽減、５割軽減、２割軽減について規定した条文でございま

して、それぞれ対象となる世帯所得基準額に関し、基礎控除額を３３万円から４３万円

に引き上げるとともに、給与所得等控除の改正の影響を受けた者の合計人数から１を減

じた数に１０万円を乗じて得た額を加えることで、従前からの軽減判定に変更を生じな

いよう改めるものでございます。附則第２項につきましては、公的年金等に係る特例的

な追加控除１５万円の影響を反映させるため、第２１条第１号中に掲げられております

公的年金等控除額の控除を受けた者の要件として、当該１５万円を加算した「１２５万

円を超える者に限る」に読み替える規定を追加いたしております。また附則第１項につ

きましては本条例の施行日を令和３年１月１日からとし、第２項におきまして本条例の

規定を令和３年度以降の年度分の国民健康保険税について適用することとしております。 

続きまして、議案第９０号長与町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

につきまして、本議案は令和２年３月３１日公布の地方税法等の一部を改正する法律に

より「特例基準割合」の呼称が「延滞金特例基準割合」に改正されたことに伴い、附則

第２条中の字句を修正するものでございます。附則第１項につきましては、本条例の施

行日を令和３年１月１日からとし、附則第２項におきまして令和３年１月１日以降の期

間に対応する延滞金について適用することとしております。 



続きまして、議案第９１号長与町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、

本議案は令和２年３月３１日公布の地方税法等の一部を改正する法律により「特例基準

割合」の呼称が「延滞金特例基準割合」に改正されたことに伴い、附則第５項中の字句

を修正するものでございます。附則第１項につきましては本条例の施行日を令和３年１

月１日からとし、附則第２項におきまして令和３年１月１日以降の期間に対応する延滞

金について適用することとしております。 

続きまして、議案第９２号長与町都市公園条例の一部を改正する条例につきまして、

本議案は中尾城公園に設置しているスパイラルスライダーにつきまして、安全性の確保

が難しいことから使用しないことを９月に決断をいたしました。このことに伴い、本条

例において定めてあるスパイラルスライダーに関する規定を削除するものでございます。

附則につきましては、本条例の施行日を公布の日からとしております。 

以上が議案第８７号から第９２号までの提案理由でございます。 

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第１１、議案第９３号長与北小学校校舎外壁改修工事請負契約の変更についてか

ら、日程第１４、議案第９６号長与町基本構想の策定についてまでの４件を一括議題と

します。ただいま一括議題としています議案について提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

ただいま一括提案となりました議案第９３号から第９６号につきまして、提案理由を

申し上げます。初めに議案第９３号長与北小学校校舎外壁改修工事請負契約の変更につ

きまして、本議案は令和２年７月１７日第１回臨時会で議決いただきました請負契約に

つきまして、当初請負契約額８,４６７万２,５００円を１,１５０万５００円増額し、

契約額９,６１７万３,０００円として請負契約の変更を行いたく、地方自治法第９６条

第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。本工事は校舎全棟

の外壁の浮き部やクラック、爆裂箇所を改修後、全体に防水塗装を施すものでございま

す。今回の変更概要としましては、足場設置後の施工数量調査の結果、ひび割れ、浮き

部、鉄筋爆裂補修等の数量が想定より大幅に増加したことに伴い、請負金額が変更とな

ったことによるものでございます。なお、別紙参考図面として、１枚目に特別管理棟の

立面損傷図を、２枚目に損傷図の一部を拡大した図面を添付しておりますので、御参照

をお願いしたいと思っております。 

続きまして、議案第９４号町道路線の廃止につきまして、本議案は道路法第１０条第

３項の規定により町道路線の廃止をお願いするものでございます。対象となる路線につ

きましては、高田南土地区画整理事業の道路整備に伴い、新たに認定を行うため、現町

道を廃止する路線番号５０３３の区画道路６４号線、路線番号５０３４の区画道路６６



号線、路線番郷５０３５の区画道路６７号線、路線番号５０３８の特殊道路１１２号線、

路線番号５０４９の特殊道路１２３号線、路線番号５０５２の特殊道路１２８号線まで

の６路線でございます。議案のあとに参考資料として町道廃止路線一覧表、廃止路線平

面図を添付しております。路線図に起点を○、終点を△で表示しておりますので御参照

をお願いしたいと思っております。 

続きまして、議案第９５号町道路線の認定につきまして、本議案は道路法第８条第２

項の規定により町道路線の認定をお願いするものでございます。対象となる路線につき

ましては、高田南土地区画整理事業の道路整備に伴い、新たに認定をする路線番号１１

８２の高田南６４号線、路線番号１１８３の高田南６６号線、路線番号１１８４の高田

南６７号線、路線番号１２５１の高田南１１２号線、路線番号１２６２の高田南１２３

号線、路線番号１２６５の高田南１２８号線までの６路線。池山土地区画整理事業の道

路整備に伴い、新たに認定をする路線番号１３３１のユースヒル１号線から路線番号１

３３６のユースヒル６号線までの６路線。公衆用道路の帰属により新たに認定をする路

線番号１３４１の日当野４号線、路線番号１３４２の壱町田線の２路線であります。議

案のあとに参考資料として町道認定路線一覧表、位置図及び町道認定路線図を添付して

おります。路線図には起点を○、終点を△で表示しておりますので御参照願います。 

続きまして、議案第９６号長与町基本構想の策定につきまして、基本構想につきまし

ては、長与町基本構想の策定に関する条例第２条第１項の規定により、まちづくりの将

来像の実現に向けて策定することになっており、同条例第４条の規定に基づき、議会の

議決をお願いするものでございます。本町では平成２２年度に策定をいたしました基本

構想に基づき行政運営を行ってまいりましたが、令和２年度でその期間が終了すること

となります。この間町民の皆様の御理解とお力添えにより「自然環境と都市機能が調和

した暮らしやすい町」「子育てや教育環境が充実した町」との一定の評価をいただいて

いるところでございます。近年本町を取り巻く状況は少子高齢化の進展、地球規模の気

候変動や頻発する自然災害、新型コロナウイルスの感染拡大など大きく変化をしており

ます。また、横ばいが続いていた人口も減少局面に転じており、長期的には人口減少が

避けられない状況にあります。こうした社会状況の変化を的確に捉え、まちづくりへの

新たな対応が求められる中、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本的指針と

して、基本構想を策定するものでございます。策定にあたりましては、町民意識調査や

若者アンケート、ワークショップにおいて様々な御意見を頂戴してまいりました。また、

地方創生の観点から、まち・ひと・しごと創生推進会議におきましても御議論をいただ

いたほか、パブリックコメントも実施するなど、多くの町民の皆様の御協力の下、作業

を進めてまいりました。最終的に総合開発審議会におきまして、度重なる御審議の上、

答申をいただいたものでございます。基本構想の期間は令和３年度から１２年度までの

１０年間で、町の将来像を「人・緑・未来 つなぎ はぐくむながよ ～幸福度日本一

のまちをつくる～」と設定し、人と人の繋がりがある安心して暮らせるまち、自然を慈



しむ安らぎのあるまち、未来を創り育んでいくまちを目指してまいりたいと考えており

ます。また、令和１２年度の目標人口を４万２,０００人、目標世帯数は１万７,５００

世帯と想定しており、土地利用におきましては、自然環境、経済的社会的条件等により

「憩いのゾーン」「安らぎのゾーン」「緑とアグリのゾーン」「文化・情報のゾーン」

の４つのゾーンを設定し、地域特性を活かしたまちづくりを推進してまいりたいと考え

ております。町の将来像の実現に向けましては「協働による持続可能な社会」「心を育

む教育と文化」「創造性と活力ある産業」「魅力ある町と新しい人の流れ」「安全・快

適・便利な暮らし」「温もりのある健康と福祉の町」の６項目を基本目標に掲げ、これ

らを達成するための各種施策を積極的に推進してまいりたいと考えております。こうし

た取り組みにより、他の市町に誇れる長与町を目指し、この基本構想の実現に最大限の

努力を傾注してまいる所存でございます。議会におかれましては、基本構想に関する調

査特別委員会を設置していただいておるところでございます。何卒、議会の皆様の御指

導、御支援をお願いするとともに、御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

以上が議案第９３号から第９６号の提案理由でございます。 

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第１５、議案第９７号令和２年度長与町一般会計補正予算（第６号）から、日程

第１７、議案第９９号令和２年度長与町介護保険特別会計補正予算（第３号）までの３

件を一括議題とします。 

ただいま議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、ただいま一括提案となりました議案第９７号から第９９号につきまして、

提案理由を申し上げます。初めに議案第９７号令和２年度長与町一般会計補正予算（第

６号）につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は歳入歳出それ

ぞれ１億５,８８５万７,０００円を追加いたしまして、補正後の総額を１９３億５４１

万６,０００円とするものでございます。補正の主な内容につきまして、２ページ以降

の第１表歳入歳出予算補正により御説明を申し上げます。 

歳入の１３款１項国庫負担金は令和元年度事業費の確定に伴う過年度精算金を、２項

国庫補助金は社会保障・税番号システム改修費補助金等を計上いたしました。１４款１

項県負担金は令和元年度事業費の確定に伴う過年度精算金を、２項県補助金は災害復旧

対策支援事業補助金を計上。１６款寄附金では社会福祉寄附金及びふるさと長与応援寄

附金を計上しております。１８款繰越金は今回の補正の財源調整として計上。１９款５

項雑入ではコミュニティ助成事業助成金の減額補正をしております。 

続いて３ページから４ページまでの歳出につきまして御説明を申し上げます。歳出で

は各科目の職員人件費につきまして、主に配置転換による補正分を計上いたしておりま



す。次に職員人件費以外の補正につきまして主なものを御説明いたします。２款総務費

ではテレワーク環境整備事業費及びふるさと長与応援寄附金事業の増額等を計上。３款

民生費では子ども医療費の増額及び令和元年度事業費の確定に伴う過年度精算金等を計

上いたしております。４款衛生費では町民総歩き事業に係る経費等を計上いたしており

ます。６款農林水産業費は災害復旧対策支援事業補助金を計上しております。８款土木

費では都市計画調査業務委託料等を計上いたしております。９款消防費では、今年度実

施予定でありました長崎県ポンプ操法大会が中止になったことに伴う関連経費の減額補

正及び避難所用のパーテーション購入費を計上いたしております。１０款教育費では新

型コロナウイルス感染症対策として、成人式会場設営委託料及び図書館関連経費を計上

いたしております。５ページの第２表繰越明許費では、テレワーク環境整備事業及びス

ポーツ施設予約管理システムのオンライン化事業における繰越額の設定をお願いいたし

ております。６ページの第３表債務負担行為補正では、公益社団法人長崎県林業公社が

借り入れた利用間伐推進資金に対する損失補償及び中学校教師用教科書・指導書購入事

業を計上しております。以上が補正予算の主な内容でございます。議案のあとに補正予

算に関する説明書を添付しておりますので、御参照をお願いしたいと思っております。 

続きまして、議案第９８号令和２年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）につきまして、予算書の１ページをお開き願います。今回の補正は歳入歳出それぞ

れ８８万円を追加し、補正後の予算の総額を５億３,９３５万３,０００円とするもので

ございます。それでは歳入につきまして御説明をいたします。予算書の２ページをお開

きください。３款繰入金１項一般会計繰入金は、基幹システムの改修委託料を一般会計

から事務費として繰り入れるため８８万円を増額計上するものでございます。次に歳出

について説明をいたします。３ページをお開きください。１款総務費１項総務管理費は、

令和３年度からの保険料算定に関する制度改正に備えるため、基幹システムの改修委託

料８８万円を増額計上いたしております。 

以上が今回の補正の主な内容でございます。議案のあとに補正予算に関する説明書を

添付しておりますので、御参照をいただきたいと思っております。 

続きまして、議案第９９号令和２年度長与町介護保険特別会計補正予算（第３号）に

つきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は保険事業勘定におきま

して、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ５０８万５,０００円を追加いたしまして、

補正後の総額を３５億２８５万６,０００円とするものでございます。補正の内容につ

きまして２ページからの第１表歳入歳出予算補正により御説明を申し上げます。保険事

業勘定の歳入につきまして、３款国庫支出金２項国庫補助金は介護報酬改定等に伴うシ

ステム改修に対する国庫補助でございます。７款繰入金１項一般会計繰入金は、同じく

介護報酬改定等に伴うシステム改修に対する一般会計からの繰入金でございます。続き

まして、歳出につきまして御説明を申し上げます。３ページをお開きください。１款総

務費１項総務管理費は介護報酬改定等に伴う基幹系システム及び介護認定支援システム



の改修業務でございます。以上が補正予算の内容でございます。議案のあとに補正予算

に関する説明書を添付しておりますので、御参照をいただきたいと思っております。 

以上が議案第９７号から第９９号までの説明でございます。 

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

場内の時計で、１３時まで休憩をいたします。なお、１０時３０分より全員協議会を

会議室で行いますので、議員の皆様方はお集まりください。 

（休憩 １０時０６分～１３時００分） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。日程第１８、これから一般質問を行います。 

通告順に発言を許します。質問並びに答弁は会議規則第５４条第１項の規定を遵守し、

簡明にお願いします。なお、通告外にわたっての発言はできないことを申し添えます。 

通告順１、金子恵議員の①本町の環境美化について、②遊休資産の活用についての質

問を同時に許します。 

９番、金子恵議員。 

○９番（金子恵議員） 

１２月議会、最初の一般質問をさせていただきます。今回テーマを２つ設けておりま

すので、できるだけ時間短縮に努めたいとは思いますが、よろしくお願いいたします。 

①本町の環境美化について。現代社会において私達の普通の生活が自然生態系を壊し、

気候の変動や大気汚染など健康に関わる環境汚染問題を引き起こす結果となっています。

人が自然と共存して生きていく上で、環境との関わりについて正しい知識を持つことは、

重要かつ大切な問題です。これは長与町だけで考えたからと解決する問題ではありませ

んが、人として、行政として、その解決の一歩に関わっていくべき課題であると考えて

います。昨年１１月、日本にローマ教皇が来日されました。来日中のフランシスコ・ロ

ーマ教皇は、１１月２５日首相官邸で演説し、世界中の経済格差の拡大や日本を含む少

子高齢化の進行に警鐘を鳴らすとともに、地球環境問題に触れ「私達は若者から地球を

搾取するための所有物ではなく、次の世代に手渡すべき貴重な遺産として見るよう求め

られている」と訴えられました。今の時代に生きるものに課せられた課題であり、世界

的にも重要な環境問題に対し、一住民としてその一助になるよう、すべきこと、できる

ことを考え、今後の本町の環境美化に寄与していくためにも、増え続けるごみ、多様化

するごみの収集方法や人としてのモラルを理解してもらうための手段など、ごみから目

をそらして暮らせる時代は終わりつつあり課題は山積していると考えます。また、環境

保全という観点から、町内各所に草刈りや伐採がなされていない場所も多く見られます。

このような所は安全面からも問題ではないかと感じています。そこで以下の質問をいた

します。（１）ごみは人間が経済活動をする上で必ず発生するもので、その収集場所で

あるごみステーションにはどのような基準があるのか質問する。（２）ごみステーショ



ンに関し自治会からどういった要望や意見が上がってきているのか。あればどのような

内容のものか伺う。（３）可燃ごみの中の家庭ごみと事業系一般廃棄物の比率はどのく

らいか。また、その指導はどのようにしているのか伺う。（４）一般家庭ごみや資源化

物などの不法投棄が多く、住民の苦情を聞く。この問題は全町的な問題ではないかと感

じている。今ある長与町環境美化条例で十分と考えるか。また、現在行っている対応並

びに今後どのように解決していくのか伺う。（５）不法投棄を監視するためのカメラを

設置し、調査してはどうかという提案をしていたが、どのように検討したか伺う。

（６）町道は地域によって草刈り作業が行われきれいな場所や、費用対効果のない所は

草が伸び放題など極端な状況にある。さらに道路に樹木の枝が垂れ下がり、車が通行し

にくい状況にある箇所、地権者と連絡が取れないため道路にはみ出した枝払いができな

い倒木の危険性など、いろいろな状況がある。環境美化の観点からも優先して清掃、草

刈り、伐採が必要ではないかと感じている。安全確保が最優先と考えると、なおさら前

例に捉われず、何らかの政策を持って対処すべきと考えるがどのようなものか質問する。

以上６点を中心にお伺いいたします。 

②遊休資産の活用について。遊休資産とは「事業の用に供するために取得したものの、

何らかの理由によって使用や稼働を休止させている資産」と定義されている。町有地の

利活用は、町が使用している土地、町が使っていないが他者に貸し付けている土地、活

用予定はあるが利用していない活用予定地、活用予定もなく利用もしていない未利用地、

大きく分けてこの４つに分類することができます。この未利用地が遊休資産ということ

になります。現在の遊休資産の状況、今後の活用をどう考えているのか、以下の質問を

いたします。（１）本来の利用目的がなくなり、その後も使用されなくなった土地、遊

休地が多数あると思うが、どのようなものがあるか。また、そうした土地は今後どのよ

うに取り扱いをするのか質問する。（２）固定化した遊休地もあるように見受けられる。

これらの遊休地の管理はどのようなものか伺う。（３）住民サービスを充実させるため、

財源の確保を図ることも重要なことだと思う。その一つとして売却可能な遊休地につい

ては、積極的に売却すべきと思うが、現在どのような物件があるのか。また、直近の遊

休資産の売却状況はどうなっているかを質問する。以上３点を中心にお伺いします。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、本議会最初の質問者であります金子議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。１番目１点目のごみステーションの設置基準についてのお尋ねでございます。

ごみステーションにつきましては、現在、町内におおよそ１,０００か所設置をされて

おります。当町の人口が横ばいから減少へと転じている一方、団地開発や集合住宅の増

加と共に、生活様式の変化により逆に世帯数は増加しているということでございまして、



設置箇所も過去１０年間でおおよそ１００か所増加をしております。先程の基準という

御質問でございますけども、開発行為や一定規模以上の建築行為の場合に、事業主に対

しまして、概ね１５戸に１か所の割合で施設内への集積場の設置を求めております。２

つ目の基準につきましては、自治会などからの要望に応じまして、候補地が住民の方が

安全に利用できるということと、ごみの収集作業の安全性などを考えた上で近隣住民の

御理解を得られる場合には、新規設置、増設、移動を実施することとしております。 

次に２点目のごみステーションに関する要望や意見ということでございますけども、

一番多い要望は不適切に出されたごみ、いわゆる違反ごみへの対応相談がほとんどでご

ざいます。次にごみステーションの移動や新設、増設等の要望が多い状況でございます。 

次に３点目、可燃ごみの中の家庭ごみと事業系一般廃棄物の比率とその指導というこ

とでございます。令和元年度の町内からの合計排出量は、生活系可燃ごみが７,１９６

トン、事業系可燃ごみが１,３７２トンで、比率はおおよそ５対１となっております。

指導方法ということでございますけれども、家庭からの燃えるごみにつきましては広報、

ホームページ、回覧、ごみの出し方表、携帯アプリ「ごみの日ナビ」「ごみの分別案

内」、分別説明会の開催、賃貸アパートにつきましては不動産会社を通しての周知を行

っているところでございます。また、事業系の燃えるごみにつきましては広報、ホーム

ページや事業所向けパンフレットの配布や事業所への直接訪問による指導、さらにクリ

ーンパーク長与でのごみの展開検査による直接指導も行っている状況でございます。 

次に１番目４点目と５点目は関連がございます。４点目は不法投棄問題について、５

点目、不法投棄用監視カメラ設置というお尋ねでございます。ステーション収集、資源

化物、粗大ごみの拠点回収の際には、議員御指摘のとおり、ルールを守らず排出された

違反ごみや不法投棄とも考えられる不適正な排出が多く見受けられる傾向にあり、町と

しても大きな課題であると考えております。違反ごみにつきましては、収集する際に

「収集できない理由」を明示した違反シールを貼りつけ、その場では収集を保留してお

ります。この残された違反ごみにつきましては、ごみを排出した方に気づいてもらい、

適正な分別と排出のルールを守っていただき、適正な方法の排出を促すことを意図して

実施しております。長与町環境美化条例では、町の責務、町民や事業者の責務、ごみの

散乱防止などについて定めております。大部分の方は、この条例の趣旨やごみ出しのル

ールを遵守していただいておりますけれども、一部の方がマナー違反を繰り返している

状況ではないかと推測しております。現在の対応としましては、自治会や関係機関から

の情報によって職員などによる重点箇所のパトロール、あるいは看板の設置などの対応

をしている状況でございます。また、不法投棄と判断した場合は、警察と連携した調査

を行い民事事件とした事例もあり、悪質な事案には厳正に対処してまいりたいと考えて

おります。さらに、以前議員より御提案がありました監視カメラの設置につきましては、

違反ごみや不適正な排出の対策として一定の抑止効果があると考えられており、他自治

体の先進事例を参考に、その有効性を含め今後研究をしてまいりたいと考えております。 



次に１番目６点目の町道の清掃や草刈りということの御質問でございます。町道の環

境美化につきましては、町民一斉清掃や自治会活動によりまして、道路を含めた公共用

地の除草清掃を住民の皆様に御協力をいただいてやっておるとこでございます。また、

町道の日常的な維持管理につきましても地元住民の御協力により成り立っておりまして、

本当に大変感謝を申し上げておる次第でございます。さて、道路管理者といたしまして

は日常的に道路パトロールを実施しておりまして、車などの通行に支障がある樹木の枝

などを確認した場合には、地権者に承認をいただきながら枝打ちなどの実施をしており

ます。しかしながら、どうしても目の行き届かない部分もございます。したがいまして

お知らせいただければ、現地確認をした上で地権者に対して、安全対策も含め適切に管

理するよう連絡を取ることとしておるところでございます。今後も道路の安全管理に関

しましては、緊急性の高い所から随時対処をしていきたいと考えております。 

続きまして、２番目１点目の遊休資産の活用という御質問でございます。町有地には、

「行政財産」として公用または公共用に供する土地と「普通財産」として行政財産以外

の土地がございます。普通財産につきましては、山林、原野、宅地、その他があり、町

の資産として保有をしていますが、現在、何も利用されず遊休地となっている土地も確

かにございます。今後の取扱いといたしましては、その性質、場所、面積などを勘案し、

売却を含め有効な活用方法について検討してまいります。また売却するには難しい土地

につきましては、引き続き適切な維持管理に努めてまいりたいと考えております。 

次に２番目２点目の質問でございます。遊休地の管理といたしましては、定期的な樹

木等の伐採や除草を行い、良好な状態に保つよう努めておるところでございます。また、

災害時の土砂や瓦礫の仮置場及び住民等への賃借を行うなどの運用も行っております。 

次に２番目３点目の売却可能な遊休地については積極的に売却すべきと思うが、現在

どのような物件があるのか。また、直近の遊休資産の売却状況はどうなっているのかと

いうお尋ねでございます。売却可能な遊休地につきましては、現在、民間等で活用でき

る土地がないか調査を行っている状況でございます。また、直近３年間の資産の売却状

況は、一般競争入札による宅地の財産売却が２件で３筆及び住民や民間等からの払い下

げの申し出のあった財産売却が１０件で１７筆でございました。今後も遊休地の売却や

有効な利活用により自主財源の確保に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

それでは再質問に入らせていただきます。まず環境美化についてということで、自治

会からの意見として違反ごみの件がほとんどということで、これに関しては全町的にそ

のような状況ではないかと思います。この違反ごみの取扱いなんですけど、現在シール

を貼るなどの対応をしていて、気付いてもらい適切な処理をしてもらうための役割があ

るシールだということですが、これを貼ったあと、回収はどのような、期間ですとか、



そういうのはどういうふうにされてるんでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中尾住民環境課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

繰り返しのお答えになりますが、分別されてない違反ごみとか資源化物につきまして

は、警告のシールをまず貼って、出された方に再分別もしくは適正な場所に排出を促す

ということで、これを目的にやっております。しかしながら、持ち帰って再分別して出

していただく案件が少ないと考えております。その中で、これはありがたい話になるん

ですが、この違反ごみを自治会の役員とか、お近くにお住まいの方、このような方々が

適正な形で出し直していただいているのも把握はしております。これは凄くありがたい

話だと考えております。町におきましても一定期間過ぎたあと、場所とタイミングにも

よりますが、町でも回収を最終的にはやっております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

今の話はよく分かったんですが時期的なもの、回収場所のこともあろうかと思います

けど、ひどい所は２か月ぐらいそのままにしてある場合もあると言われて、確かにうち

の近辺でも１か月ぐらいで持っていっていただけるような状況ではないと。一晩のうち

１４袋ぐらいも違反ごみを出されたときには、やっぱりその近隣の方というのは本当迷

惑を被るというところで、違反ごみをそのまま放置する期間があまり長くなると、地元

で分別して出してくださる方もいらっしゃるということで、それはそれで本当ありがた

い話なんですけれども、自治会によってはコロナ禍ということもあり、その地域のごみ

ではないかもしれないということもあり、とにかく「もう人のごみは触らないでくれ」

と自治会から通達を逆に出して、そのまま放置をしている状態っていうことなんですよ、

うちの近辺では。ほかの自治会長にも聞いたら、人のごみは触らないっていう方もいら

っしゃるので、放置する期間。このシールの効果がどのくらいのものかは分からないん

ですけれども、この期間をもうちょっと狭めて回収をお願いしたいなと思うんですけど。

以前は１週間から１０日ぐらいとおっしゃってたのが、どんどん延び延びになっている

のが、今さらながらどうなのかなと思うんですけれど、そこら辺の見解をお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中尾住民環境課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

違反ごみに関して、その期間というのは１週間であるとか、１０日であるとか、決ま

った規定、内規は文書的には存在しておりません。その場所とタイミングにもよります。

そのタイミングというのがどうなるかっていうのは、どうしても自治会の状況とか、排

出場所の状況、こういった部分も勘案して適宜やっていきたいと考えております。 



○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

リサイクルセンターは町ではなくて、組合の管轄になるのかもしれないですけれども、

そちらの方は違反ごみに限らず、資源化物にしても燃やせないごみの分別をそちらの方

でしていただくにしても、場所的にちょっと手狭なのかなって思うんですけれども、そ

ちらの方は組合と話し合いをして、もうちょっとスペースを確保できるような対策とい

うのを講じることができないかというような協議はされたことがありますでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中尾住民環境課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

燃やせないごみとか、缶瓶とか、これに限った話ではないんですが、クリーンパーク、

クリーンセンター共に利用価値をもっと高めようという話は、組合と私どもと時津町と

一緒になって構成町会議という会議を持たせてもらっております。その中で適宜そうい

った話あっておりますが、明確にどうこうっていうところまでは話は進んでおりません。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

収集場所の確保ということで、そういう問題があるのであれば前向きな協議を今後お

願いしたいなと感じております。このステーションなんですけれども、ステーションの

管理、こちらに関しては国の法律によりますと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律と

いうのがあって、その中で「国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃

棄物の再生利用を図り廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分

すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施

策に協力しなければならない。」となっていますので、これを考えると確かにステーシ

ョンの管理っていうのは、自治会や使用する近隣の住民の責務であるということは明確

にされているのかなと思うんですけれども、先程も申しましたように、コロナ禍という

ことと地域外からの排出物ということで、近隣住民で管理するには余りにも違反ごみが

増加している状況なのかなと感じております。これを打開するために今後行政の協力と

いうのが、住民の力ではもうどうにもならない、お願いをしなければいけないという段

階にきているのかなと思っております。基本的に排出者のモラル低下が引き起こす問題

ですので、何とも言えないんですけれども、今後どのような方策を考えるか。例えば

「処理とか分別を改めてしてくださいよ」「自治会の方でお願いします」というふうに

するのであれば、どこからどこまで自治会がして、その線引きは何なのかが明確ではな

いという御意見をよく聞くんですね。その辺り何かあればお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 



中尾住民環境課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

違反ごみに関しましては、自治会任せとか、住民任せ、もしくは町任せ。どこか一方

とか、全てこちらですよという形での解決策というのは持ち合わせておりませんし、ど

こかでしなきゃいけない。一方でしなきゃいけないということではないとは考えており

ます。難しい話なんですが、すぐ解決できないということであれば、今後も共に考えて、

いろんな所で問題提起をして、一個ずつ協働に進めていくというお答えしかないかと思

っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

了解しました。自分達の地域ですから、やはり自分達も環境美化という面で協力しな

がらステーションの管理というのは行っていかなければいけないなと痛感しております。 

次に、この違反ごみに関しては誰が出しているのか特定ができないというところが一

番、注意喚起ができないという問題なんですけれども、だからと言って犯人探しをする

ことは望んではおりませんが、どうにかして解決をしなければいけないっていうのが地

域の願いなんですね。違反ごみに関して前回、監視カメラを提案させていただきました。

一応研究をするということで、そのときのお答えはいただいたんですが、そのときも個

人情報に触れるのではないかということなども話をさせていただいたんですが、その後

どのように研究がなされたのか、結果をお聞きしたいと思います。また、監視カメラに

残るデータというのがありますけれども、こちらの取り扱いがなかなか厳しいのかな、

難しいのかなというのは分かりますが、これに代わる代替案というか、方策としてどの

ようなことを具体的に考えておられるのか。何かあればお答え願いたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中尾住民環境課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

町長答弁と重なる部分もあるかと思いますが、監視カメラというのは一定、抑止効果

はあろうと私達も考えております。しかしながら議員おっしゃられますとおり個人情報

の話とか、プライバシーの話、こういった、どうしてもクリアしなきゃいけない問題が

多々あります。今現在、考えている分が、先進自治体というのがありますので、こうい

った部分を研究させていただいてる状況が続いているものと考えております。代替策は

防止策としての一つに、ごみステーション自体にアクションをつけ、変化をさせる。こ

ういったことが抑止効果の一つになろうかと思います。例えば、看板に「こういったこ

とをすれば、こういった刑罰がかかりますよ」というようなものを掲示したりとか、場

所によってはごみステーションを移動するということも一つの方策だと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 



金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

なるほど。いろいろ考えれば出てくるもんですね。私も長崎市の事例として眼鏡橋周

辺の自治会長にお聞きしたんですが、長崎市はごみステーションが有る自治会と無い自

治会があるそうなんですよ。無い自治会のごみの収集はどうしてるかと言ったら、完全

に戸別に収集を行っているということです。ステーションを見ますけど、取り残された

ごみだったりとか、荒れたままのステーションというのが、あまり見たことがないんで

すね。ということは、観光都市だからという理由もあるのかもしれないんですけれども、

観光都市じゃなくっても、住みやすいまちづくり、美しいまちづくりというのは、今言

う SDGs の１７項目の中にも掲げられていて、環境面でもしっかりとやらないといけな

いし、綺麗なまちづくりというのも推進していかなければいけないというところで、違

反ごみ対策の一つの方法になり得るんじゃないかと思うんです。ここには費用だったり

とか、そういういろんな問題点はあろうかと思いますけれども、実際にやられている長

崎市のこの取組を聞かれて、今後長与町で難しいかもしれないし、今、初めて言ったの

でどうかと思いますけれども、可能な取組だとは思われませんか。どうでしょう。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中尾住民環境課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

ごみの戸別収集に関しましては、ステーションを無くして各家庭の自宅の前で出すと

いうことで、違反ごみに対する施策としては考えられます。しかしながら、戸別収集は

家１軒ずつ回っていくということになります。答弁にありました１,０００か所のごみ

ステーション、人口約４万人で１,０００か所です。これをどこまで広げるかというこ

とになりますけど、戸別収集の数が増えれば増えるほど、費用的なものがすごく掛かろ

うかと思いますので、今のところ戸別収集を行う考えというのは持っておりません。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

先日、テレビで言ってたんですが、１人当たりのごみ処理費っていうのが、国の平均

が１万９,０００円だそうです。そのくらいの費用がごみ処理費には掛かっているとい

うことで、そこに人件費が掛かって戸別で１軒１軒回って、そういうところのクリアが

できるのであれば一つの方策として考えていただきたいと思います。それが自治会の中

にいて一番すぐに効果が出そうな施策じゃないかなと感じましたので、研究をお願いで

きればと思います。 

次に民地からの樹木のはみ出しの件ですけれども、環境美化条例の第６条に土地占有

者等の責務というのが謳われております。また、これは民法第７１７条、道路法第４３

条でも同様に謳われていることなんですが、民地から町道へはみ出している樹木の伐採



など適宜適切に対応すべきだと思いますけれども、どのような指導がなされているのか

ということで先程町長の方から、連絡があってそこの現地を調査をしたら土地所有者に

指導をするということでしたけれども、そういうところも必要なことですけれども、普

段から道路パトロールとかやられてて、しっかりと目を凝らして見てたら分かると思う

んですね。そういう土地所有者への指導というのはどのようになされているでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山﨑土木管理課長。 

○土木管理課長（山﨑昇君） 

パトロールにつきましては、日頃から道路の維持補修等をシルバーの方でも行ってお

りますし、私達も現場に出た際に確認が取れるものについては所有者を調べ、本人と直

接話ができる場合と文書による指導。結局、はみ出したものになりますので、町としま

してはお願いをする。適切に管理してくださいと言う格好になっております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

指導、お願いをするということですが、特定した地域は申しませんけれども「こうい

うことで樹木が民地の方から倒れてきて交通に支障があるので土地所有者に連絡をする

なり、町の方で伐採なりを行って欲しい」みたいな相談が、いろんな所からあろうかと

思うんですね。その場合、私が聞いた話では「指導は行っていない」と町からの回答を

もらったと。それは良いんですけど、結局は指導をしないので、そのまま民地から道路

に倒れ込んでた竹とか、そこを通行する方達が何人かで撤去して燃やしたという話なん

ですね。台風のときからですからもう３か月以上経っているんですよね。民地からの倒

木ということもあって、町の対応というのは厳しいのかもしれないんですけど、これを

広い目で考えると車両の通行ということが一つ挙げられますが、車両の通行には緊急車

両も含まれるんですよね。例えば、救急車は高さが２.７メートル、幅が１.８９メート

ルあります。消防車に関しては２.８５メートル、幅が１.９メートルあるということで、

横からの倒木とかそういうものだけではなくて、民地にお願いする伐採というのは高さ

のことをしっかり考えていかないといけないと思います。これもある地区の方から言わ

れましたけど、先日ヤクルト団地のあの狭い団地内で火災があったと。それを考えると

地面上に倒れているもののみではなく、高さも考えてその管理を指導していく必要があ

るんじゃないのかっていうことでお話をされたんですけれども、こういう全面的な指導

っていうのを今後行っていただきたいなと思うんですが。気付いたときは指導をしてる

ということですが、実際にはそれがうまく機能をしていないので、今後、もう少し徹底

した指導をお願いしたいと思いますが、見解をお伺いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山﨑土木管理課長。 



○土木管理課長（山﨑昇君） 

日頃から心掛けて見てはおるんですけども、どうしても目が行き届かない所もあると

思います。高さについても２.８メートルという話をお聞きしましたが、大型車が通ら

ないような道路につきましては３メートルという基準もありますので、その基準に従っ

て私達も日頃から注意をしてパトロールをしたいと思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

よろしくお願いしたいと思います。この樹木の伐採に関しては、緊急時というのも考

慮して対応をすべきと思いますし、日頃から環境美化の観点からもある程度の指導が必

要かと思いますので、そちらの方は徹底してお願いしたいと考えております。放置して

伸び放題になった樹木の高さになぜこだわるかと言うと、上が高いと根揺れをして地面

とか、そういうものが割れて災害を引き起こす原因にもなるというところもありますの

で、そのことを考慮しながら指導の方をお願いしたいと考えております。 

では次に、２問目の遊休資産のことに関して質問をさせていただきます。現在、遊休

地と考える土地に関し、これはもう公有財産だったりとか、町有地だったり、いろんな

定義があって一概には言えないかもしれないんですけれども、当初の目的から離れて利

用価値が低下しているとか、利用の有無に関わらず売却しないで保有しているっていう

不動産、土地に関してはどのくらいあるのか。現状はどうでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

和田契約管財課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

令和元年度長与町一般会計決算での年度末現在高で申し上げたいと思います。まず行

政財産ですが１０４万６,８２６平米。次に普通財産でございますが、山林１２６万９

０１平米、原野が２万６,１３８平米、宅地が２万６,２１９平米、その他１５万８,４

１５平米、計で１４７万１,６７４平米となっております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

数字を聞いたんですけど、よくその広さか分かりません。では個別にお聞きする方が

分かりやすいかなと思うので。金比羅橋の下にある町有地に関してお聞きしたいんです

けれども、この土地は県の河川事業が未だに継続されているということですので、処分

もままならないというところは理解できますけれども、確かにこの土地はイベントでの

駐車場に利用するなど、遊休地にはならないのかなとは思いますし、そうお考えかもし

れないんですけれども、財産確保の観点っていうのを表に出したいので、こちらの方の

観点から今後の扱いというのは考えても良いのではないかと思うんですけれども、どの



ようにお考えでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山﨑土木管理課長。 

○土木管理課長（山﨑昇君） 

県の河川改修工事によるもので購入をしておりますので、現時点では売却ができない

もの。この事業が終わるというときに初めて、どのようにできるのかということを考え

ていきたいと思っております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

そういうお答えにしかならないというのは想像がつくんですけれど。じゃあこの土地

について購入日が平成１３年５月８日取得となっておりますけれども、それから１９年

間の経緯っていうか、土地をどうするとか、県の協議とかもあったんでしょうけれども、

その後の進捗というのはどのようになってますでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山﨑土木管理課長。 

○土木管理課長（山﨑昇君） 

ここに関しましては購入ができてない土地がまだございます。その関係上、河川改修

工事ができないような状況がありますので、県の方にも確認したところ事業は継続中で

あり、町としましても県に事業をしていただきたいとお願いをしているような状況です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

公共事業というのは、なかなかスムーズに進まない、短期間で終わらないっていうの

が常でありますので致し方ないのかなと思いますが、もう２０年近く経とうとしている

今現在、やはり県との協議というのは、どんどんこちらの方からアクションを起こして

進めていくっていう姿勢も大事なのかなって。その途中の土地が購入できないというこ

とであれば、結局、いつまで経ってもこの計画は完了をしないというところを考えると、

安心安全の面での河川工事が必要ということで、最初事業は計画されたのかなと思うん

ですが、そこの協議を県と行って、ある程度の目途が立つような話し合いをしていただ

ければなと思っております。よく、この土地は何に使っている、これは駐車場を使って

いるとかいう話をよくされますけれども、年間の利用がどのくらいであれば有効活用を

されているというふうに考えておられるのか。また、例えばこの金比羅橋のこの土地に

関しても、当時は大体現在価格で５,０００万円ってなってたかと思うんですね、土地

開発基金の一覧表の現在価格。当時幾らで購入したのか。そして草刈りなど年間の維持

管理というのが必ず掛かると思うんですよ。この場所に関しては、当時幾らで、年間に



幾ら維持管理が掛かっているのか。その辺のお答えをお願いしたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山﨑土木管理課長。 

○土木管理課長（山﨑昇君） 

平成１３年度に購入しているんですが、面積として約１,３００平米、金額は約５,０

００万円で購入をしております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

和田契約管財課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

年間の利用がどのくらいあれば有効活用できているのかっていう御質問なんですけど、

これにつきましては大変難しゅうございますが、近辺でスポーツ大会とかオレンジマル

シェ、長与川まつり等が開催されたときの駐車場として使用しておりまして、また、災

害がもし発生した場合、土砂や瓦れきの仮置場等に充てたいと思いますので、有効活用

されてるかと思っております。それともう一つ、草刈り等の維持管理でございますが、

実績としましては毎年７万円ほど掛かっております。今年度はコロナとかがございまし

て、まだ草刈りを行っておりませんが、もし行うなら７万円程度掛かる所でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

購入当時との価格差というのはないということが分かりました。ただ、維持管理費７

万円ということで、これを単純計算して２０年としたら１４０万円、維持するだけで掛

かるということですよね。先程も言いましたけど、途中の土地の購入がなされない限り

事業完了が見込めないって言うのであれば、協議をしてどうにかするっていう方向に持

っていく方が良いのかなと思います。ここは市街化調整区域ということですから、土地

の活用方法も限られるため、なかなか処分、売却は難しいという不動産になろうかと思

います。しかし買ってくれそうな人がいれば売却は可能だということなので、その条件

として農家ですとか農産物加工業者、近隣の所有者など、こういう方が当たるんですが。

この完了というのは、協議を進めてるっていうことですが、大体この県の計画というの

は完了はいつなんですか。今後、売却を考えていく上で完了が、話し合いの中でいつと

いう目途が立たないことには、計画がそのままっていうのもある意味おかしい話ですよ

ね。その辺はどのように県の方がおっしゃっておられるのか、いかがでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日名子建設産業部長。 

○建設産業部長（日名子達也君） 

現在、長与川の河川改修につきましては、県の単費で行っておりますので事業計画が

ございません。したがいまして最終年度は分かりませんが、ただ、議員御指摘のとおり、



いつまでもあそこをそのままというのは、なかなかよろしくないということで。それと、

それの上流側につきましては、先祖代々から土地をお持ちの方に御相談をしまして譲っ

ていただいている土地もございます。その方のお気持ちも考えて、今後は県の方に積極

的に働きかけをしていきたいと考えてるところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

そういうふうに先祖代々の土地をっていうこともあるということで、早期完了してこ

の土地が遊休地にならない、有効な活用をできるように進めていただけたらと思います。 

では次に、個別にということで皿山跡地の分をお聞きしますが、今回９月議会におい

て２,５００万円で下の方の用地を購入されましたが、これより以前に上部の方を購入

されています。この周辺は長与三彩の関係の構想というのがあって、それが今も継続を

されているということを聞いておりますけれども、今回購入したことにより上部の町有

地をどのように活用されているのか。今、そのまま利用をされてないかと思うんですね。

ここはどのように活用されるのかということと、これに関して何年か前に調査した時点

で物原があるということが分かったということで、長与三彩の欠片が出ていることもあ

って、長与皿山跡保存整備基本構想っていうのが継続されているということなんですが、

未だ中間の購入できていない土地があるということを考えると、この計画は今後どのよ

うに進めていくのか。それと今回購入した土地が遊休資産になりかねないということを

考えると、土地の購入も逆に交渉をどんどん進めていくべきかなって。そしてこの構想

を現実のものにするために働き掛けていかないといけないのではないかなと思うんです

けれども、今後の見通しをどのようにお考えなのか、お答えいただきたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

皿山の用地につきましては関係する全ての用地を買収できておりませんし、現在は町

有地部分の保存と管理に努めている状況でございます。活用方法ですけれども、今年購

入をさせていただきました長与三彩窯跡用地と共に将来的には町の重要文化財としての

指定。また、保存と管理に伴う何らかの整備が必要になってくると考えております。取

得できていない土地につきましては今後も継続して交渉を行っていきます。まずは、引

き続き交渉を行いまして用地が取得できるように努めます。皿山に関係する用地の全て

が取得購入できた場合は、改めて先程の基本構想の見直し、保存と管理方法を見直して

最終目的であります重要文化財としての指定。また、それに伴う必要な整備と管理に努

めてまいりたいと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 



○９番（金子恵議員） 

卵が先か鶏が先かという話になってしまうかもしれないんですけれども、場当たり的

に土地の購入をしても遊休地を生むだけというふうに私は思ってるんですね。必要な全

ての土地の購入の目途が立ってから計画を立てるのか、計画を立ててどこに持っていく

っていうところで土地を購入していくのか。ここの場合は、ここに皿山の跡地があるか

らということで購入を進めていく予定が途中で止まっているということなんでしょうけ

れども、税金というのは皆さんのお金じゃなくて、住民のためにどういうふうに生かす

かっていうためのお金だと思っていますので、この計画を立てるにしても、立てたあと

にしても、場所を選定するときとか、この皿山に限らず、そういうときに土地購入が必

ず行えるというところで計画を立てていかないと、その計画がなかなか終わらないこと

になりかねないと思うんですよ。長与公民館の裏の方の山に町有地がありますよね。こ

こは役場側から長与中学校の方に抜ける道路を整備するために購入したっていうのと、

文化ホールのようなものを作るためとかいうことで購入されたと聞いています。しかし、

この計画がなくなった今は手つかずの状態で、もう完全に遊休地といってもおかしくな

い場所ではないかと思います。ほかにも長年事業の進捗がないとか、利用価値がないな

ど、町有地として残っている。だからと言ってそのような資産を放置するっていうこと

は私は適切ではないと思いますので、それらを踏まえて今後の遊休資産、遊休地の処分

というのを含めた町の考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

和田契約管財課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

町長の答弁にもありましたとおり、売却可能な物件がないか。各部局と連携を図りな

がら、遊休地の売却や有効な利活用により自主財源の確保に努めていきたいと思ってお

ります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金子議員。 

○９番（金子恵議員） 

是非お願いしたいと思います。議員になって１年目に、総務委員会で当初の目的から

外れて利用価値がはっきりとしないような町有地を視察して回ったことがあります。そ

のときの土地が１０年経った今でも残っているというのが現状なんですね。今回、西側

埋立地に関しては質問しておりませんが、ここも町有地の一つということで。ただ、長

与町は工業などの企業誘致をする町ではないと前町長が言われたという話も聞きました

けれども、こちらの方も県事業とは言え、税金で無駄な土地を造ったということにもな

りかねないということで、これが遊休資産を作っていく、遊休地を増やしていく要因に

なろうかと思いますので、当初の目的から外れたら土地とか、年に幾らも利益を生まな

い土地。そういう土地に関しては、事業の進捗が見られないのであれば、これからの処



分に関しては今、課長がおっしゃったように、維持管理の面からもいろんな精査をしな

がら処分という方に考えていただいて、財源確保に繋げていただければと思います。 

質問を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これで金子恵議員の一般質問を終わります。 

場内の時計で１４時１０分まで休憩します。 

（休憩 １３時５８分～１４時１０分） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。通告順２、八木亮三議員の①

パートナーシップ制度導入についての答弁のその後について、②ミックンファミリーを

使用する請負契約の一社独占についての質問を同時に許します。 

１番八木亮三議員。 

○１番（八木亮三議員） 

それでは早速質問に入らせていただきます。①パートナーシップ制度導入についての

答弁のその後について。昨年の１２月議会において、本町における同性パートナーシッ

プ制度導入についての一般質問をいたしました。その際、執行部からは性的マイノリテ

ィの人が悩む現状も重視した上で判断していく。町内の児童生徒への実態調査は行って

いない。移住定住政策として考える問題ではない。１０年前の基本構想策定当時にはＬ

ＧＢＴの概念がなく想定していなかった。金が掛からないからやるというものではない。

住民を交えた議論の上で方向性を決めていく必要があるといった旨の答弁がありました

が、その後、本町がパートナーシップ制度導入に向けて何らかの協議検討を行ったとい

う話は聞いたことがなく、今年１０月に公表された、来年度以降の５年間のまちづくり

の方向性、目標を明文化した第１０次総合計画の素案を見ましても、性的マイノリティ

についての記述は一切ありません。ただでさえ地方圏は、その閉鎖性、保守性、排他性

が、若者が都市部へ転出していく要因ともなっているのに、２０２０年にもなってまだ、

まるで町内に性的マイノリティが存在しないかのような本町のこの前時代的な姿勢は、

時代の要請を全くつかみ切れておらず、今を、そしてこれからを生きる若い世代の感覚

とかけ離れていると考えます。パートナーシップ制度は現在全国６０以上の自治体で導

入され、日本の人口の約３０％はその利用が可能な状況にあります。本町と連携中枢都

市圏を構築しております長崎市でも制定されており、すでに性的マイノリティの存在と

その権利は社会的な常識であり、今後５年、１０年でさらに浸透し、当たり前のことと

なるのは火を見るより明らかと思います。生まれつき性的マイノリティであるというだ

けで幼少期から様々な苦労、苦悩を抱える方も多く、自殺リスクも高いと言われながら

当事者は声を上げにくく、表面化しにくいという面があり、だからこそ行政が積極的に

その存在を認め人権を守るべきではないでしょうか。パートナーシップ制度導入につい

て、以下改めて質問いたします。（１）昨年１２月議会後、パートナーシップ制度や町



内の性的マイノリティの方に対しての何らかの施策を協議検討したのでしょうか。特に

答弁にありました町民を交えた議論はなされたのでしょうか。（２）１０年前の基本構

想策定当時はＬＧＢＴは想定できなかったという趣旨の答弁がありましたが、現在は性

的マイノリティの存在や課題は既に社会的に認知されております。にも関わらず来年度

からの次期総合計画素案にも反映されていないのはなぜでしょうか。（３）パートナー

シップ制度は必要としている人にとっては切実な問題であるのに対し、必要としていな

い人にとっては制度があってもなくても関係ないものであり、人権の町を謳う本町であ

るならば、この必要としている人の側の立場に立ち、顕在的な需要の有無に関わらずパ

ートナーシップ制度導入をすべきと思いますが、いかがでしょうか。（４）町内小中学

校において性的マイノリティであることを悩むなどしている生徒がいないかなど、何ら

かの調査は行われたのでしょうか。（５）町内小中学校において性的マイノリティに対

して理解を深め、差別や偏見がないようにするための何らかの教育は行われているので

しょうか。 

続いて②「ミックンファミリー」を使用する請負契約の一社独占について。本町のイ

メージキャラクターとしてミックンとその家族ミックンファミリーがありますが、ミッ

クン以外のファミリーのキャラクターを使用する制作物はキャラクターの著作権を持つ

特定の一社にしか発注できないことになっております。自治体のイメージキャラクター

であっても著作権が制作者に帰属することは理解できますが、そもそも本町のために作

られたものを本町が自由に使用できないという状況は不合理に思います。キャラクター

グッズやイベントのお知らせなどの各種広告物を、ファミリーのキャラクターを使用す

るという理由だけで入札を行うことなく特定の一社との随意契約となるということは、

その作成物の担当所管課や担当者の裁量次第でその一社に発注を回すなどの恣意的な運

用が可能であり、地方公共団体の請負契約は入札を原則とするという観点からも適切で

はないように思われます。また、このような状況を生んでいるのはファミリーのキャラ

クターの作成時に権利や使用条件等について明確にした契約書を作成していないという、

当時のずさんな契約事務に原因があると思われますので、これらについて以下質問いた

します。（１）ナガヨミックンの著作権は本町にあるに関わらず、その他のファミリー

の著作権が当該事業者に帰属しているその経緯はどういうものか。（２）当該事業者と

本町との間で交わされたキャラクター使用についての権利、条件等明記した業務委託契

約書を情報公開請求しましたところ、存在しないということでした。実質的に一社独占

を可能にするような極めて重要な案件について、契約書が無いということは非常に理解

に苦しみますが、本町の契約業務ではこのようなことが日常的にあるのでしょうか。

（３）印刷製本の請負契約は製造に該当すると思いますので、予定価格が１３０万円以

上の場合は入札が原則だと思いますが、当該事業者がミックンファミリーを創作して以

後、ミックンファミリーを使用する、また基本形のポーズ以外のミックンを使用すると

いう理由による当該事業者との特命随契で１３０万円を超えるものは何件あったのか。



その内容と原課、金額を併せて伺います。（４）令和２年度長与町一般会計補正予算

（第５号）で計上承認されたミックンファミリーを使用する予定の絵本の作成のための

児童福祉総務費の印刷製本費４９１万８,０００円は、当該事業者への随意契約になる

予定と原課から聞いておりますが実際はどうなっているのでしょうか。（５）ミックン

ファミリーを使用した制作物で、当該事業者で制作できるものについては予定価格に関

わらず特命随契となり、町内印刷業者等が参入できないという現状をどのようにお考え

でしょうか。（６）ファミリーのキャラクターを使用するためには、今後も永久に当該

事業者への特命随契となるのは、入札を行えないことで本町としても不利な契約を続け

るということにもなるかと思います。ファミリーのキャラクターの権利一切の譲渡また

は売却を求めるか、それが条件、金額等で難しいようであれば、今後はミックン以外の

ファミリーのキャラクターは使用しないとするなど、決断をすべきではないでしょうか。 

以上、答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それではパートナーシップ制度導入に係る答弁のその後について、ということで八木

議員の御質問にお答えをいたしたいと思っております。なお、１番目４点目と５点目の

質問につきましては、所管をしております教育委員会から回答いたします。私の方から

はその他の質問につきましてお答えをさせていただきたいと思っております。まず１番

目１点目の町民を交えた議論はなされたのかということでございます。他自治体や国の

動向を注視した中で研究を行ってきたところでございます。研究する中で、独自の判断

により導入している自治体が全国では６０自治体ほどあるということで、市町独自の行

政サービスや一部の民間企業におきましてもサービスが受けられるようになっている状

況も把握をしておるところでございます。一方では、法制化などが進まない状況にも注

視しているところであり、国においても議論が進まないような背景を踏まえ、パートナ

ーシップ制度の導入につきましては、現時点におきましては町民を交えた議論にまでは

至ってないところでございます。次に、１番目２点目の次期総合計画素案に反映されて

いないことについての御質問でございます。次期総合計画の案では、施策の一つとして

人権の尊重を掲げております。その目的としましては、全ての人々の人権が尊重される

まちづくりを目指すことで、性的マイノリティについてもその課題の一つとして掲げて

おります。したがいまして総合計画の中には入ってるということでございます。その中

で人権に対する様々な課題につきましては、次期総合計画の施策に取り組む中で、教育、

啓発、相談体制の整備をはじめ、総合的に取り組んでまいりたいと考えております。次

に１番目３点目のパートナーシップ制度導入についてのお尋ねでございます。パートナ

ーシップ制度の導入につきましては昨年１２月の答弁と同様となりますが、同性婚の法

制化など国の動向を注視しつつ判断をしてまいりたいと思っております。当町としまし



ては、性的マイノリティの存在を正しく認識し、性に対する多様なあり方への理解が深

まっていくことが大切であると思っております。人権教育や啓発に取り組む中で、性的

マイノリティの問題につきましても取り組んでまいりたいと考えております。 

次に大きな２番目でございます。まず１点目のナガヨミックンの著作権は本町にある

にも関わらず、その他のファミリーの著作権が当該事業者に帰属している経緯はどうい

うものかという御質問でございます。ミックンファミリーは広報ながよの委託先であり

ました当該事業者のデザイナーが、広報紙内の挿絵として作成したのが始まりでござい

ました。広報ながよに初めて登場したのは平成１８年７月号からで、ミカンをモチーフ

にしたおじいちゃん等のキャラクターが広報紙内の挿絵として登場をしてまいりました。

平成２３年度に初めてミックンファミリーとしてホームページ、広報ながよで紹介をし

ておるところであります。ミックンファミリーは町がファミリーの制作を個別に依頼し

たものではなく、広報ながよの委託先でありました当該事業者が長与町をイメージして

作成していただいておりまして、著作権が当該事業者の方に存在するということになっ

てきたわけでございます。次に２番目２点目の実質的に一社独占を可能にするような案

件について、本町の契約業務ではこのようなことが日常的にあるのかという御質問でご

ざいます。町のイメージキャラクターでありますミックンは、実は町制施行３０周年の

記念事業として町を広くＰＲするために一般公募しました。したがいまして著作権は本

町にあり、商標登録まで済ませておるところでございます。著作権は特許権と同じく知

的創作物に与えられる知的財産権の一種で、文化の発展を目的に保護されておるところ

であります。ミックンファミリーは作成者であります当該事業者が著作権をお持ちです

ので、今回のケースにおきましては地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号等に

基づく随意契約になります。なお、本町の契約業務におきましては、各種法令に基づき

適正に行っているところでございます。次に２番目３点目の特命随契で１３０万円を超

えるものは何件あったのかというお尋ねでございますけれども、これまで１３０万円を

超える随意契約はあっておりません。次に２番目４点目の御質問でございますが、感染

症対策の絵本製作事業につきましては、正予算を上程した際に御説明を申し上げました

とおり、「感染症に対する知識の習得」と「親子のコミュニケーションの場の提供」と

「郷土愛を育む」、こういったものを目的とし本町のイメージキャラクターであります

ミックンを活用する予定としておるところでございます。今現在これらの３つの目的を

果たすための物語を作成し、原画を描いているところでございます。印刷の発注につき

ましては、町内業者を含めた上で選定を行う予定としておるところでございます。次に

２番目５点目の予定価格に関わらず特命随意契約となり町内印刷業者が参入できない、

こういう現状をどう考えてるかという御質問でございました。先程も御案内いたしまし

たけれども、現状ではミックンファミリーを使用する場合は著作権を持つ当該事業者と

契約をするか、または使用許可が必要となるところでございます。次に２番目６点目の

今後、ファミリーのキャラクターの権利一切の譲渡、または売却を求めるのか。それが



難しければ、今後はミックン以外のファミリーのキャラクターは使用しないとするのか

決断すべきではないかというお尋ねでございます。これまでも当該事業者と何度か買い

取りの話を行ってまいりましたけれども、合意には至らなかった経緯がございます。ミ

ックンもミックンファミリーも長与町の御当地キャラクターでございます。中でもミッ

クンファミリーは数ある御当地キャラクターでも珍しいファミリーの設定で、幅広い年

代にアピールできる、よくできたキャラクターだと思っております。現在も買い取りを

含めた協議を行っておりまして、当該事業者と町が双方で合意できるよう誠意をもって

話を進めていきたいと思っております。私の方からは以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

勝本教育長。 

○教育長（勝本真二君） 

では八木議員の御質問にお答えします。１番目４点目の町内小中学校で性的マイノリ

ティの調査についての御質問でございますが、平成２７年４月３０日付文部科学省児童

生徒課長通知、性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について

のＱ＆Ａが出されております。その中で「対応以前の問題として、学校として性同一性

障害に係る児童生徒をどのように把握すれば良いのでしょうか。学校としてアンケート

調査などを行い積極的に把握すべきなのですか。」という質問に対し、次のような回答

がされております。「性同一性障害に係る児童生徒やその保護者は、性自認等について

他の児童生徒だけでなく教職員に対しても秘匿しておきたい場合があります。また、自

ら明らかにする準備が整っていない児童生徒に対し、一方的な調査や確認が行われると、

当該児童生徒は自分の尊厳が侵害されている印象を持つ恐れもあります。このようなこ

とを踏まえ、教育上の配慮の観点からは申し出がない状況で具体的な調査を行う必要は

ないと考えられます。学校においては教職員が正しい知識を持ち、日頃より児童生徒が

相談しやすい環境を整えていくことが望まれます。」と示されております。この通知に

基づき、本町としましては一斉の調査は行わず、児童生徒や保護者の相談に基づいて対

応するようにしております。次に１番目５点目の性的マイノリティに対して教育を行っ

ているかの御質問でございますが、先程の答弁で御紹介いたしました平成２７年度に文

部科学省から発出された通知に、教職員の資質向上の取組として、教職員の研修が例示

されております。また、長崎県教育委員会が教職員の研修資料として発行している「人

権教育をすすめるために」第４７集には、性的マイノリティに関する教職員が知ってお

く必要のある知識と理解が掲載されております。長与町教育委員会としてしましては、

これらの内容に限らず通知を教職員に対し確実に伝えること、「人権教育をすすめるた

めに」などの研修資料については活用することを指導しております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 



再質問をさせていただきます。まず最初になぜ私が昨年から、性的マイノリティの当

事者ではありませんが、パートナーシップ制度導入にこだわるのかということを申し上

げて再質問に入りたいんですが。大体お分かりかと思うんですが、今、世間で任命拒否

問題で注目されている日本学術会議というのがありますが、こちらの分科会が今年の９

月２３日に発表した「性的マイノリティの権利保障をめざして（Ⅱ）」という提言があ

ります。この中にこういう文言があります「人権保障は第一義的に公権力に課せられた

義務である」。私は全くこのとおりだと思いまして、この自治体の義務が果たされてい

ないと思うからこそ、それを指摘させていただいております。制度が導入されたからと

いって、利用する人が本町内でいるとは限りませんし、実際に導入後利用したカップル

がいないという自治体もございます。長崎市でも１年ほど経ってますが５組ほどと聞い

ております。ただ、先程の同じ提言の中にもう一つ「意識啓発や理解増進は人権保障実

現のために必要な土壌ではあるものの、これを人権施策の前提条件と位置づけるのは本

末転倒である」。つまり、先程の御答弁等でも研究をされているとか教育啓発等が必要

であると考えているということがありましたが、それは当然なんですが、それは議論を

してから導入するというのではなく、人権の課題ですから、この施策を実施して、その

制度をもって、啓発や理解増進を同時に行えば良いと思うんですね。先程のとおり、こ

れは自治体公権力、行政の最も大切な義務だと考えております。そこで再質問ですが、

改めてですが、法的な効力はなくても携帯電話の会社や生命保険会社といった幾つもの

民間企業では、自治体のパートナーシップ証明があれば夫婦と同様なサービスや契約を

用意しているという所がたくさんあるんですね。そういったものを使えるということが、

単に契約上のメリットであると同時に、法的には夫婦で認められない自分たちが認めら

れたような気がする、そういう心の拠り所になるという当事者の話も聞いています。昨

年と同様で先程も御答弁にありましたが、法制化の動きを注視するというのは、すぐに

でもそれが実現しそうな状況でもないからこそ必要なものであって、同性婚がないから

こそ必要な制度の導入に対して、同性婚の法制化を待つというのは論点がずれてると思

うんですね。昨年１２月にも町長は「制度の趣旨及び性的マイノリティの方々が悩む現

状があることも重要視した上で」という前置きもされてましたが、本当におっしゃった

とおり重要視したのであれば、こういった心の拠り所になっている制度であるというの

は御存じだと思うんですね。それでも昨年と変わらず多くの自治体が導入を進める中、

なぜ、ここまで導入の具体的な検討を進めないのか。先程も、町民を交えた議論も、そ

の時期には来てないというような御答弁だったと思うんですが、そもそも人権を守る施

策にどういう議論が必要なのかも分からないんですが。とにかくもう一度、導入したら

何か困ることがあるのか。導入に反対するような何かに忖度をされているのか。こうい

った制度導入を進めない明確な理由を、もう一度改めてお答えいただきたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木総務課長。 



○総務課長（荒木秀一君） 

導入に伴って困るとか誰かに忖度をしてるとか、そういった問題は一切ございません。

ただ、導入によって効果、影響というのは、やはり導入してない状況では計り知れない

ところもございますので、その辺については検討が必要かという判断でございます。先

程から申し上げてますとおり、同性婚のほか、国会においても性的マイノリティに関す

る差別解消等の推進に関する法律も継続審議となっているようでございます。こういっ

た制度、これがどういう結果をもたらして、どのような形になるか分かりませんけど、

国の基本方針辺りが示されて、それによって自治体の方が事務を行っていくという観点

からすれば、法とか方針であると、より拘束力も出てきて、よりスムーズに、より広い

範囲での多様性を認める社会の構築がスムーズに図られると思っておりますので、その

判断を行う前に、そういった審議の経過であるとか、そういうのを踏まえたところで、

一方では引き続き研究をしていくというようなことで考えているところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

今おっしゃったＬＧＢＴ等、差別等しないというような趣旨の法律というのは、実際

にＧ７の中でも制定してないのは日本だけだそうなんですね。要するに、世界から見て

も遅れているこの日本の法整備が遅れているからこそ、自治体が率先して人権を守る動

きをするのが地方分権の一つの大きな意義でもあり、役割だと思います。実際に長崎市

もそれを行っているわけで。今日ちょうど全員協議会で御説明いただいた令和元年度の

総合戦略に係る事業進捗についての中に「目標４時代に合った地域をつくり、安心な暮

らしを守るとともに地域と地域を連携する」。県や周辺市町との連携という意味であれ

ば率先して先進的な取組をしている長崎市。これにこういった連携を行うことは非常に

良いことだと思いますし、こういった連携を必要としていると総合戦略で謳っているわ

けですから、一緒にそういったものに取り込めば良いと思うんですが。やはり今の御答

弁でも、結局は進める予定やつもりはないということだと思うんです。同じ目標４のと

ころに「だれもが暮らしやすいまちづくり、いつかは帰りたいと思えるふるさとづくり

に努めます」とあります。実際に、都会に地方から人が流れるっていうのはもちろん仕

事が無いとか様々な理由はあると思うんですけれども。最初の質問で申し上げたように、

いわゆる閉鎖性とか、そういった排他性、息苦しさがあるからっていうのは必ずあると

思うんです。なので、例えば最初に日本でこのパートナー制度を導入した世田谷区、渋

谷区、今年でもう５年になるわけですね。そういった取組をしている東京の自治体から

すると既に５年遅れている。これ以上遅れてはいけないと思うんですよ。もうどんどん

人口も減ってるわけで、やはり人口流出を、都会への流出を止める意味でも、こういっ

た制度で地方の閉鎖性などのイメージを変えていく。こういったのは必要だと思います。

昨年１２月に、確か移住定住政策と人権の政策は別だと。同様には考えてないというこ



とは、確かにおっしゃるとおりなんですね。その目的が移住、定住であるというのは私

も違うとは思います。でも実際にそれがあって移住する人もいるんですよね。長崎新聞

の昨年の９月７日、８日の記事で、大阪で暮らしてたゲイのカップルの方が田舎暮らし

に憧れて移住先を探したと。でも、ゲイであることは隠しておかなきゃと思って、なる

べく近所付き合いはしたくないということで自治体に問い合わせても大体の所で難しい

と断られたと。あるときパートナーシップ宣誓制度を伊賀市が取り入れたと聞いて電話

して「ゲイのカップルですが、移住を希望してるんですが」と言うと、「大歓迎です」

という答えがあって、実際に今、伊賀で農業されていると。もちろん、これは一例だけ

ですけれども、実際にそう言って田舎には行きたいけど、なかなかそういう閉鎖性があ

って行きづらい。でもこうやって受け入れてくれる所なら行きたい。確か今日の総合戦

略の中には、例えば本町でいうと新規就農者の伸び悩みもあると。例えば今の例のよう

な方がいれば移住者も１組増えて、新規就農もすると。そういうケースもあり得ると思

います。ですので目的ではなくてもこういう制度の導入を考えていただきたいんですが。

町長はよく御自身はトップダウン型ではなくてボトムアップ型だとおっしゃっているか

と思うんですが、そうするとこの人権の問題、取り扱いは総務部だと思いますが、どう

なんでしょうか。この制度を導入した方がこういったいろいろなメリットがあるという

ようなことも含めて、人権の問題、人権施策であるという提案が町長になされていない

のか。そういう提案は担当の部下からはあっても町長がそれを必要ないと判断している

のか。その辺りをお答えいただければと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中嶋総務部長。 

○総務部長（中嶋敏純君） 

人権に対しては、長与町も特に注意をして日々行っているところでございまして、今

おっしゃいましたように町長ともよくそういう話はしておるところでございます。令和

２年２月に長崎県において取りまとめられた性的少数者に関するアンケートの結果報告

書というのが出ております。その中に、婚姻における平等としましてパートナーシップ

制度に関する意見の抜粋が掲載されておりますけれども、その意見として法の導入が求

められてますけれども、もし導入されても「その当事者は利用するか分からない」って

いうようなお話もされているところです。そういうところも含めまして、我々もいろい

ろと調査研究ということでさせていただいてるわけですけれども、その制度を導入する

前に、まずは全ての町民の方が相互に人格と個性を尊重し合うような、共生する豊かな

活力ある社会の実現と言いますか、長与町民が全てのそういう課題を共有して、理解で

きるように深めることがまずは先ではないのかなっていう考えもございまして、現在そ

ういうところをもう少し進めたら良いんじゃないかと考えているところでございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 



○１番（八木亮三議員） 

もちろん、その制度が導入されても利用するか分からないっていう方は当然いらっし

ゃると思いますが、多分当事者の方で、その制度を導入されることに反対するという方

はあまりいらっしゃらないと思うんです。利用はしないけども、と思うんですよ。いず

れにしても利用したいという方のために考えるべき施策だと思うんですが。先程のとお

り、そういった啓発とかが先とかっていうことに捉われずに、そういう制度が導入され

たことで長与町ってのはそういう町なんだと、そういうことを内外にも伝えるっていう

のは大事な施策でもあり、役割でもあるんじゃないかと思うんです。なので、予算も大

きく必要しないことでもあるっていうのもありますし、一部それに反対して非常に大き

な批判に晒されている地方議員もいますが、基本的にはそれが批判されるぐらいですか

ら、社会的にもそれを受け入れる土壌はあると思うんですね。なので、本当は今コロナ

で住民も非常に社会不安に陥ってる中、そういう独自性というかリーダーシップってい

うのを発揮していただきたいというのがあるんですが、やはり昨年からの答弁ともあま

り変わらないので、あまり期待ができないかなとも思うので伺いたいんですが、我々、

議員と議会は住民を代表する立場であります。今後もしこのパートナー制度導入を求め

る意見書等、町長に長与町議会が可決して提出しましたら、それは住民の声として受け

止め、前向きに御検討いただけますでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

荒木総務課長。 

○総務課長（荒木秀一君） 

議会体として御提出いただけると、そういった場合にはもちろん議会の総意があった

ということで真摯に受けとめて、そのときにまた検討したのちに判断をするということ

でお答えしたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

分かりました。第１０次総合計画は SDGs と整合性と取るというのが一つのコンセプ

トですが、SDGs の一番の基本コンセプトって言うのが、誰一人取り残さない世界の実現

なんですよね。ですので、このコンセプトに合う総合計画であると自負されるならば、

こういった性的マイノリティの方を取り残さず、是非検討いただきたいと思います。 

次に教育に関してなんですけれども、朝日新聞の７月２６日の記事に来年度からの中

学校の新しい教科書で性の多様性が様々に取り上げられているということで、検定に合

格した１０６の教科書のうち１７の教科書で保健体育に限らず国語や社会、美術、技術

家庭、道徳等６教科で性の多様性等に記述があったということなんですが、長与町では

今回採用した教科書、そういった性の多様性等が取り扱われてるかどうかっていうのは

例えば何教科、そういった教科書を採択したというようなのが分かればお願いします。 



○議長（山口憲一郎議員） 

金﨑教育委員会理事。 

○教育委員会理事（金﨑良一君） 

性の多様性を教科書選定の視点にしておりませんので、ここでその中の何社がその記

述があるということは把握をしておりません。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

分かりました。急な質問だったので仕方ないと思います。この質問自体、通告外であ

ればおっしゃっていただければと思うんですが、次の質問に繋がるので一つ伺いたいん

ですが、長与第二中学校が女子もスラックスが選べるようにする方向性っていうのは昨

年から伺ってましたが、様々な要因で２年ぐらい延びると。令和４年度を目途にそうい

う方向性と聞いてますが、これ女子がスクラッスを選べるようにということですが、男

子生徒がスカートを選択することは可能なんでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

金﨑教育委員会理事。 

○教育委員会理事（金﨑良一君） 

追加の制服ということで、長与第二中学校は今その手続きを取っているところでござ

います。追加の中にはスラックスもスカートも両方ございますので、それが不可能かと

言われれば不可能ではございません。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

ありがとうございます。もし、そういったのを想定していないというお答えであれば、

是非考えていただきたいと思ったんですが、そういったことであれば可能ということで

すので良かったと思います。先程、文科省の通知でアンケート等を取るっていうのがあ

まり好ましくないということもありましたけれども、学校が受け入れる体制であるって

いうことは悩んでる生徒、子どもが悩みを打ち明けられる環境という意味では必要だと

思うんですね。なので、実際に制服選択制で男子がスカートをはくことも対応するとし

ている公立校も千葉県でありますし、実際にそうなった場合にできるんですよと。男子

がスカートは駄目ですよって言うのではなくて、もちろんそうするしないは御本人とか

親御さんの希望でしょうけれども、それも受け入れるというのは明確にして、こういう

制度を導入していただければと思っております。 

では、次のミックンファミリーの②にいきたいと思います。これ経緯は分かったんで

すが、結局その契約書が無いっていうのがよく分からないんですよね。かなり重要な案

件だと思うんです。実際に各地で著作権を誰が持ってるかっていうトラブルが起きたり



というのも聞いてます。愛知大学が行った地方の御当地キャラの著作権を誰が持ってる

かという調査に対して６５％自治体が持ってると。その他１３％原案者。原案者は公募

等でそれを作った人だと思うんです。それ以外の企業が持ってるのが１７％。こういう

ふうに６５％が持ってるというのは当然そうだからだと思うんです。作ってもらったキ

ャラを、作った方が権利があるといって使えなければ意味がない訳で、実際に日本弁理

士会が「地域振興キャラクター活用マニュアル」というのを出してるんですが、ここで

もキャラクターデザインの著作権を譲り受けるか否か等、著作権の帰属や業務内容を明

確化にしとくためにキャラクターデザイン依頼の際は、制作者との間で業務委託契約書

を結んでおくとよい。実際それが無いのも問題だと思うんですが、これは何で契約書が

無いんですかね。作った方が著作権を持つとか持たないとか、いずれ譲渡するとか、売

却するとか。実際に今それが無くていわゆる口約束なんですかね。当該事業者に全て発

注するというような内部通知もされてるというのは、何を根拠にそうしているのか。普

通、請負契約を行う場合は契約書には町長が決裁をしたという名前があると思うんです

が、このキャラクターを使うに当たって権利はそちらにありますよというようなのは、

当時どなたかが約束したんですか。町長が決裁して口約束したというか、誰が責任を持

って今の現状になってるのかっていうのは分かるんでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中村秘書広報課長。 

○秘書広報課長（中村元則君） 

著作権につきましては、創作物を作成した時点に著作権が発生いたします。ですから、

うちの方からミックンファミリーを作ってくださいっていう依頼をしていませんので、

当該事業者が企業の努力としてこういうデザインはどうですかってことで作られたので、

この点につきましては著作権は事業者の方にあるというのは間違いないということです。

それから契約なんですけれども、実際これまで何度か買い取りの話を行っておりますけ

れども、買い取りの合意には至っておりません。ですから契約書が無いということです。

それからミックンファミリーの使用料の設定もございませんので、そういう使用料的な

契約書もございません。ですから著作権をお持ちの事業者に頼むときには金額等におい

て契約書が必要な案件とかもありますので、そういう個別な契約を結ぶことになります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

例えば正式な契約で、そちらの事業者が著作権持ちますよってのが明確になってれば、

その他の条件も当然その契約に入れられると思うので良いと思うんですが、非常に曖昧

だと思うんですよね。例えば極端に言うと、いくら長与町のために作られたとは言って

も、著作権を向こうが持っているということは、長与町はグッズを勝手には作れないけ

れども、その事業者は幾らでも長与町の許可を取ることなくファミリーを使って販売す



る。例えばそのグッズを使って何を作っても良いわけですよね。漫画を作っても良いし。

もっと言うと、それを第三者に売却することも可能ですよね。道義的にそういうことす

るかどうかは別として、例えば長与町と同じくみかんを特産としている自治体がそのキ

ャラ譲ってくださいって言ったら可能な訳ですよね。一応、可能かどうかっていうのを。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中村秘書広報課長。 

○秘書広報課長（中村元則君） 

著作権につきましては譲渡権というのがありますので、その事業者が著作権をお持ち

ですので、譲渡権等の契約ができれば他者に移管するという形もできると思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

そうすると非常に不安定というか。作ったのは事業者であっても、それを平成２３年、

ホームページに掲載して、ファミリーとして正式に紹介している。言ってみれば一事業

者が作ったものを町がアピールしてるという、本末転倒というかおかしな話になってる

ような気がするんですよね。あくまでこれをミックンファミリーとして定着させたのは

町であって、実際にミックンは町のものですし、そういったもののキャラクターのグッ

ズを何か作ったりするのにも、その事業者のお伺いを立てないといけない。内部通知書

には、この当該事業者で作成できないものを他の業者に発注する場合は相談が必要とか、

ウェブ上に掲載する場合も問題ないが一言確認するというようなことがあるんですよね。

町のキャラクターなのに、いちいちお伺いを立てないといけないという状況がよく分か

らないんですが。こういったのを改めて、他者に譲渡したりとか、そういったのをしな

いようにというので改めて契約書を結ぶような、そういうお考えはないでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

中村秘書広報課長。 

○秘書広報課長（中村元則君） 

今現在、著作権をうちと事業者双方で合意ができるように、本町におきましても誠意

を持って話を進めています。第一義的に著作権をお持ちの当該事業者が許すようであれ

ば、是非うちの方に譲渡していただきたいということで、真摯に交渉している状況です。 

○議長（山口憲一郎議員） 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

最初の御答弁にあったように１３０万円以上になるような契約は無いということで、

それはある意味たまたまだと思うんです。例えばミックンファミリーをどうしても使っ

て何か、何百万円もする印刷物等啓発物を作ると。それは担当の所管がそう判断すれば、

金額によらず先の第２号に準ずるということですから、そこにしか頼めない訳ですから。



それは担当者が、最初の通告文でも言いましたとおり恣意的にその業者に高額の発注を、

ミックンファミリーを使う、どうしてもこれ必要なんですと決めてしまえば、できてし

まう。実際やるかどうかはもちろん別です。ただ、そういうのができてしまう状況があ

るのがよくないと思うんですよね。今、実際に幾つかの県内、県外でも市町で入札価格

を漏らしたりとか、そういう汚職のようなものが起こってます。ですから、本町の職員

がそういうことをするとか、しないじゃなくて、できる環境をこうやって残しておくっ

ていうのは、やっぱりよくないと思うんです。なので恣意的に、どうしてもファミリー

を使うからこの会社に依頼するんですというようなことが、担当者等の一存というか、

そういった形で可能になったりしないような何かしらの是正。再度そういう契約をする

とか、先程のとおり交渉して著作権を買い取るとかしておかないと、そういう恣意的な

運用が可能である以上は、そういうことが起こった場合にはそれを放置してた町の責任

になる部分もあると思います。私も法律的なことは詳しくないので今回アバウトな質疑

になりましたが、とにかく是正を考えていただきたいということで質問を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これで、八木亮三議員の一般質問を終わります。 

場内の時計で１５時１５分まで休憩します。 

（休憩 １５時０２分～１５時１５分） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

通告順３、吉岡清彦議員の①文化の発展や振興策についての質問を許します。 

１３番、吉岡清彦議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

質問をさせていただきます。その前に一言「天を知る、礼を知る、言を知る、以って

人の道と成す」と先人の言葉がありますけども、私が正道を歩いていなかったんじゃな

いかなと思って天から罰。あるいは一つの使命をいただいたんじゃないかと思っており

ます。人生１００年の時代に入って、どうやったらそれに向かってお前がやっていくか

少しは考えていきなさいと、そういう使命を戴いたんじゃないかと思っております。こ

れからも１００歳は青春であり、また現役である。あるいは１２０歳まで全うする。そ

ういうモットーに向かってこれからも町民の発展、町の発展に向かって私なりにやって

いきたいと思いますけども、皆さん方の御指導をよろしくお願いいたしたいと思ってお

ります。では質問に入ります。一つだけです、今回はですね。文化の発展や振興策につ

いてということでございます。９月議会において長与三彩窯跡調査のため周辺用地購入

の予算化がされました。それに基づいて質問していきたいと思っております。（１）購

入した分を含めて、合計総面積はどれだけなのか。また、こういう計画をするためには

駐車場なんかも計画してるんじゃないかと思いますけども、そういう台数なんかも取れ

るのかどうか。（２）今後の地域の発展のために計画はどういうものを持っているのか。



１期計画、２期計画、３期計画等々あるでしょうけれども、どういう計画を持っている

のか。（３）当地に陶芸の館、文化ホールの近くにありますけれども、移転して陶芸の

振興をこの一帯で図る考えはないか。（４）本町の歴史を示す上にも、郷土資料館、仮

称ですけども、あるいは民俗資料館の開設が必要と思います。陶芸の館がもし移転した

ならば、そこにこういうものを開設しても良いんじゃないかと思っております。もし陶

芸の館の移転が無理なら、長与三彩窯跡利用地に設置するのが一つの案と思うがどうか。

（５）として、（４）の郷土資料館あるいは民俗資料館の設置案が無理なら新図書館用

地、新図書館を含めた（仮）総合センターの中に設置しても良いんじゃないかっていう

ふうに思っております。だから（３）、（４）、（５）は私からの提言って言いますか、

そういうことに入っております。括弧して書いてますけども、郷土資料館、民俗資料館

の設立については平成３年９月議会一般質問で、平成３年は私が初当選させていただい

た年でもあります。ちょうど中尾城公園が出来つつあったわけですけれども、中尾城公

園の一番てっぺんに長与の城、シンボルを作って展示室を設けてみるべきだという質問

もしております。また平成５年３月議会の一般質問で、スポーツと文化の振興策につい

て質問したときに、このときは民俗資料館の整備を促進すると、はっきりと答弁をいた

だいているわけでございます。郷土資料館にしても、民俗資料館にしても、どちらが正

しいのか分かりませんけども、長与の歴史を示す施設も必要じゃないかということで、

大きな項目として２項目が入ってるわけですけれども、ひとつよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（山口憲一郎議員） 

勝本教育長。 

○教育長（勝本真二君） 

では、吉岡議員の質問にお答えいたします。１点目、購入用地の合計総面積と駐車台

数についての御質問だと思います。調査のために購入いたしました用地の合計総面積は、

４,７１０.２３平方メートルでございます。また購入する用地は、主に発掘調査を目的

に購入するものであり、現在のところ駐車場用地としては考えておりません。 

次に２点目の調査における今後の計画についての御質問でございますが、今後の計画

ですが、今回の発掘調査につきましては令和３年度から令和５年度の３か年で発掘調査

の計画をしております。まず、令和３年度に第１期発掘調査を行います。発掘場所とい

たしましては、購入しました用地の宅地部分のうち家屋が建っていない場所の調査をい

たします。令和４年度の第２期発掘調査では宅地内の家屋を解体いたしまして、家屋が

建っていた場所の調査をいたします。第１期と第２期の調査及び作業内容は、遺溝の測

量、遺物の洗浄やナンバーリング、写真撮影など、遺物の整理を行ってまいります。最

終年度の令和５年度に遺物の実測や図面の作成などを行い、調査成果をまとめた調査報

告書を作成する予定でございます。発掘調査により重要な遺構や遺物が発見された場合

は、町の重要文化財に指定し、保存管理に努めると同時に、長与三彩の素晴らしさと長



与町の文化遺産について町内外に発信したいと考えております。 

次に３点目の陶芸の館の移転と陶芸の振興についての御質問でございますが、陶芸の

館につきましては、平成９年の開館以来初心者から熟練者までたくさんの方々に御利用

いただいております。陶芸教室をはじめ、陶芸品の制作や陶芸品に触れられる唯一の場

所として、陶芸の普及振興に十分役目を果たしているものと考えております。今回購入

する用地の活用につきましても、まずは発掘調査を実施し、その成果を踏まえた上で遺

物などの保存や管理方法などを決めていく必要もございますので、現在のところ、陶芸

の館の移転につきましては考えておりません。 

次に４点目の郷土資料館、民俗資料館の設置についての御質問でございますが、現在、

図書館の３階に古い文書や農作業用具などを展示するための資料室がありますが、教育

委員会といたしましても郷土資料館や民俗資料館のような施設、あるいは展示室などを

整備する必要性は認識しているところでございます。議員御指摘の資料館の設置につき

ましては、今後、新図書館の建設や発掘調査における成果などを踏まえ、設置場所も含

めて検討してまいりたいと思っております。 

次に５点目の新図書館を含めた（仮）総合センターについての御質問でございますが、

先程の答弁のとおり、郷土資料や民族資料を展示するための施設整備は必要であると考

えております。現在（仮）総合センターの設置につきましては想定がございませんが、

建設予定の新図書館につきましては、今後具体的な内容の検討を行っていくこととして

おります。繰り返しになりますが、今後設置場所も含めた上で御提案いただきました資

料館の整備につきましても、検討していきたいと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

大体分かりました。その面積ですけども、今度の購入だけの面積が４,７１０って言

ってるのか、長与焼のあれも含めての面積なのか。私の質問はそれを含めた面積を言っ

てるわけですけれども、そこんところを再度。それと数字的に４,７１０と聞いたわけ

ですけども、なかなか数字で聞いても分からないから、長与小学校グラウンドの半分ぐ

らいとか、目分量で分かるように教えてください。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

答弁いたしました４,７１０.２３につきましては今回購入をさせていただいた土地の

総面積になります。４,７１０.２３の大体の分かりやすい面積ですけれども、長与小学

校校舎の目の前のグラウンド、ちょうど４,５００平米あります。ほぼ一緒、もしくは

一回りちょっと大きいぐらいの面積になります。ちなみに長与三彩の方の過去購入済み

の面積は２,０７９平米になります。 



○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

ということは、今の４,７１０と今まであった２,０７９を足した６,７８０ぐらい、

結構広い所になりますね。それで間違いないわけですね。再度そしたら。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

答弁させていただきました４,７１０.２３は長与三彩の窯跡用地になります。で、２,

０７９、現在取得済みの所は長与焼、いわゆる登り窯、長与の皿山になります。そこと

今回購入した所は若干場所が違いますけれども、最終的には生涯学習の拠点として長与

の文化財の保護と管理を２つ併せて考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

僕も勘違いしとるか分からんけども。今まで登り窯があったとして、手前のほうをち

ょっと買ったりして、そこ一体的になるのか。そこで分断してこれはこれだけ、そうな

るのか。私がこれ言ったのは、そういうことも含めた一体的なことが僕の頭にあるもん

だから、ちょっとちぐはぐな質問になってくるか分からんけども。今までの分と今度買

った分が、そこで一体的になるんじゃないかというのが私の考えなんですけれども、そ

ういうところを再度お願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

今まで町で取得済みの土地と今回の購入の所は基本的には別物になります。ただ、将

来的に、総合的に長与の文化財として、今後併せて整備と管理を行っていく予定にして

おります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

じゃあ、それをするためには、なんぼぐらいの購入面積が必要なのか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

今回買わせていただいた土地は長与三彩の窯跡になります。そこにつきましては物原

も含めて全体的に土地を購入できておりますので、今回３か年の計画で発掘調査をする



予定にしております。そのすぐ横にあります長与皿山、登り窯につきましては長与焼と

いう窯になります。そこは１０筆あるんですけれど、そのうち７筆を購入することがで

きております。まだ購入できていない面積は、３筆で１,１９７平米になっております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

大体分かってきました。今回は長与三彩の発掘調査が目的ということですけども、僕

の考えとしては、発掘調査はそのために買うわけだから当然やっていくわけですね。２

番目の今後の計画はどうかっていうところで求めてたのが、調査じゃなくて、総合的に

この一帯の文化の振興策として、今後どういう形でその一帯を。調査して出てきた場合、

管理、保存するにしても、場所がなからんばいかんと思うわけですね。そのため新たに

何か館が要ると思う。そのために僕としては、陶芸の館と一緒にやったらどうかとかい

うのを提案したわけです。それが駄目ならば郷土資料館なんかもどうかとか。だから町

として調査する先の２期計画、３期計画の方を僕は求めて２番で言ってるわけですけど、

教育委員会として今後どういう形で、何年になるかそれは分からんけども、せっかくや

るからにはやっていくべきじゃないかって。そのため、ひょっとしたら駐車場も要るん

じゃないかっていうことでしたわけですけども。そういう先々の計画っていうのは持っ

とかんばいかんと思うわけです。おるときにそういう指針をやっとって欲しいわけです。

教育長、次長、課長にしても。課長まだ若いわけだから、これからの人間だから。そう

いう計画を作って欲しいわけやけども。どうですか、これからの先のこの一帯の計画は。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

先々の話になりますけれども、教育委員会としましても、長与皿山そして長与三彩に

つきましては、歴史的事実を後世に伝えるためにとても重要なことであり、大変意義の

あることだと考えております。今回、発掘調査をした結果、将来的にはあの場所、もし

発掘とかされて大々的になった場合、生涯学習の拠点として何らかの資料館、作業場、

そういった施設的な整備も、もちろん議員おっしゃっていただきました駐車場の関係も

何らかの整備をして、長与三彩、長与焼の素晴しさとか、長与の文化遺産について町内

外にＰＲできるような場、生涯学習の拠点になれば良いなと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

人間というのは、スポーツがどうしても頭にあって、甲子園に行ったとか、花園に行

ったとか、オリンピックに出たとかいうのが華々しくなるわけですね。しかし、長与の

場合は何をＰＲするかと。文化が一番じゃないかって思うわけですね。しかし、どうし



ても面積的にそう広い所が無いもんだから、難しいところがある。だから平成３年に、

あそこに城を造って、あそこのＰＲをして、眺めのいい展望台を造って、下の方に展示

場を作ったらどうかということで提案したわけですけども。まあ、あそこに実際に長与

の城は無かったという答弁やったわけだから、勝手には作られないということで、僕も

それは終わっとったわけですけども。しかし今度のを見ると結構広いわけですね。長与

にあれだけの文化的なものをするのはなかなかないと思うわけです。だから、あそこを

長与の文化の拠点としてやっていければどうかっていうのが、今度の（２）の今後の計

画という中で求めとったわけですね。だから、あと３筆残って、本当に全てが利用でき

るようになるようにやっていって欲しいわけですね。まあ、それは確かに購入土地がま

だあるみたいだから難しい。すぐ行くのかどうかわかりませんけども、まずは大体の課

長の言う今後に向かって。若いわけだから、一生懸命長与の文化の発展の拠点になるよ

うにやって欲しいと思います。敷地の購入計画はある程度分かりました。今度は陶芸の

館も今のところは移転しない。確かに立派なのが出来てるから。しかし先々にはいろん

なものが出てきて、ほっとくわけにいかないから。きれいに展示する場所が出てくるわ

けですからね。そのときに何かセットでできないかなというのが私の考えになるわけで

すよね。しかし陶芸の館は今のところは移転しない、そういうことで分かりました。４

番にしても、先々のことになってきますけど、これも。あと３筆って出たけども、どう

なんですか。購入するときに難しいような状況の３筆なのか、協力的なあれなのか、町

長も知っておれば町長の方からでも一言あればよろしくお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

残りの３筆についてですけれども、１０数年前ぐらいから交渉をしておりまして、な

かなか買収ができていない状況にあるんですけれども。去年、今年ぐらいから改めて交

渉に力を入れております結果、今までよりはお話ができる状況になってきてると思いま

すので、一歩前に進んだと担当課としては捉えております。これを引き続き粘り強く交

渉しまして、先程から言ってますとおり、全体を購入して、いろんな整備と管理をやっ

ていきたいと思っておりますので、引き続き交渉を続けていきたいと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

長与の文化の発展のために、せっかくの利用価値のある広い面積ですので、町長とし

てはどうやって欲しいかっていうのをお聞きしますけども、どうでしょうか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 



ここの件につきましては、まず、今回、売っていただいて、館の跡を発掘するという

ことが非常に大きな意味があります。先程吉岡議員おっしゃったように、長与町で幻の

三彩が出たという非常にニュースであります。だから、これを是非、長崎の長与の幻の

三彩が出たというような発掘になれば非常にいいなと思っておりますし、今、生涯学習

課長が言いましたように、そのあとにつきましては縷々、今言ったような計画がござい

ますけれども、まずはこの屋敷跡から出るかどうか。それが出るとなれば、ここの部分

については非常にニュース性がありますので、いろいろ考えていかんといかんのじゃな

いかなと考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

この三彩っていう名前、三彩焼ですね。これは今現在も有名な有田とか、佐賀県に伊

万里とか焼物会社がたくさんありますけれども、そこでも今、実際有田三彩とかそうい

う形で出回っておるわけなんですか。市場で人気がある陶器なのか。あるいはもう特殊

なあれで普段作らないのか、そこんところ分かりますか。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

すいません。私も勉強不足でそこまで詳しくないんですけれども、三彩焼自体はとて

も貴重な陶器であると聞いております。それから今出回ってるのかっていう話ですけれ

ども、現在は、それを主に作ってることはないということでお聞きしてます。ですから

出回ってる分はあるんですけれども、製造をしているということはなかなかないという

ふうに理解をしております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

確か町の何か記念のとき、三彩のをいただいたような気も。ああいうのがあって。そ

のときは特殊に作っていただいたということになるわけでしょうね。今のところは。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山本教育次長。 

○教育次長（山本昭彦君） 

記念品として魚の置き物とかいただいたことがありますけども、あれはまた別の三彩

焼でございまして、三彩焼にもいろいろ種類がございます。長崎三彩とかですね。また

それで違いますので、長与三彩はまた長与三彩で種類があって、長崎三彩は長崎三彩で

あると。また別のものということで考えていただければいいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 



吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

分かりました。難しいですね、三彩でもですね。そしたら今回の場合は発掘調査が主

ということで、基本的はですね。私の希望としては、そのあとのきれいな長与の文化を、

そこの拠点にやっていければなというのが一つの構想であって、それが無理であれば、

郷土資料館にしてもまた違う所でやって欲しいなという気があるわけですけども。それ

で郷土の資料物は図書館の何階かにあるって言われたですけども、小学校の低学年から

３、４年ぐらいまでは、長与の地元の勉強する時間を取ってるんじゃないかと思います。

よくあるごみの施設なんかには、ごみはこうなってるんだって言うてから貸切バスで結

構見に行く。しかし長与の郷土的なことは図書館にあるんだよということで。学校側と

しても、こういうのを見せる機会というのはちゃんと取って児童生徒に見せてるわけで

すか。そこんところお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

北野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（北野靖之君） 

図書館の３階に展示室がありまして、発掘物であったり、昔の生活用品であったり、

古い教科書であったり、古文書であったり、そういった物を展示してるんですけれども。

町内の小学校の２年生もしくは３年生が年に１回長与町の歴史等々を知るために、見学

に来ていただいております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

吉岡議員。 

○１３番（吉岡清彦議員） 

大体分かりました。この機会に立派な長与三彩焼が出てくることを願っております。

そして長与の歴史を示す郷土資料館、あるいは民俗資料館、どちらが良いのか分かりま

せんけども、そういうものの設置もやってもらえばなという気持ちでおります。教育長

も、これはちゃんと頭に入れとるということでありましたので期待しております。今回

はこれで質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これで吉岡清彦議員の一般質問を終わります。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

明日も定刻より本会議を開きます。本日はこれで散会します。 

（散会 １５時５０分) 

 


